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刊行に寄せて

「自治体版SDGsを考える」

　SDGs（持続可能な開発目標）が2015年９月に第70回国連総会において採択され、現在

では、日本においても、政府、企業、NGO・NPO、大学など、あらゆる組織において、

SDGsに関係する取組みが行われている。周知のように、SDGsは2030年に向けた持続可能

な開発と行動を17の目標と169のターゲットで示し、それぞれの組織の目的や目標はどの

ようにこれらに貢献するのかが真剣に検討され、具体化され、実践されつつある。

　地方自治体において、総合計画や各種計画の目標と関係づけることが盛んに行われてい

る。日本政府も、2018年に「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」の選定を行

うなど、地方自治体の取組みを評価・支援している。

　さて、超少子高齢社会に突入し、労働人口の減少が継続している日本社会は、SDGsが

取り上げている気候変動・生態系・生物多様性、貧困・飢餓、健康・福祉・教育・労働

や経済成長・イノベーションなど多くの分野の目標とどのように向き合うのかが問われ

ている。日本社会であるということは、政府や地方自治体まかせではなく、個人・NGO・

NPO・企業・学校・病院といった様々な主体におけるSDGsへの独自の取組みが必要不可

欠であることは言うまでもない。

　ただ、地方自治体は、それぞれの固有の地域社会をある意味で包摂する位置づけと役割

があることから、SDGsにどのように向き合い、取組んでいくのかもたいへん重要である。

また、SDGsの目標とするテーマと内容が地方自治体の行政課題と重なるところが多いと

いうことも、2016年から2030年までの期間での世界的に見て重要な課題を網羅している

SDGsを重視する要因になっているのである。そして、17番目にグローバル・パートナー

シップを活性化することが目標となっており、地方自治体として、パートナーシップが自

治体経営や地域経営の鍵の一つになっていることも見ておく必要がある。

　さて、今回の特集では、SDGsの達成に向けて自治体に期待される役割、地域共生社会

とまちづくり、持続可能な開発目標（SDGs）と市民の学習、SDGs達成に必要な人材育成

システムの４つの論考を掲載してもらっている。自治体におけるSDGsとはそもそもどの

ように位置づけるのかを論じ、福祉、学習、協働の３つの視点から自治体のSDGsの取組

みを考えていくという構成になっている。地方自治体のみならず、多くの市民にとって身

近な存在になりつつあるSDGsについて、多角的・多面的に考える機会になることを期待

する。
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１．はじめに

　SDGsの17のゴールは世界を「Transform（変

革）」するためにある、ということが2015年９

月に国連が採択したアジェンダに書かれていま

す。世界がこのまま進んでいけば、もう未来は

保証できない、という大きな危機感の表れとも

いえると思います。20世紀は、大量生産、大量

消費、大量廃棄の時代。それが全ての豊かさの

指標であり、それまでの貧困や食糧難で苦しん

だ時代を、なんとか豊かな時代（物的に）に

もっていきたいという人類の願望を具現化して

きたといえます。しかし、その結果、生起して

いる種々の事象を精査するに、これまでの延長

線上には、もう、明るく、発展性のある未来は

描けない、という状況にあり、今後、21世紀の

世界をどうしていくのか、と熟慮した上での、

“SDGs”の採択であるのではないでしょうか。

いわば“21世紀型の豊かさ”の追求という事だ

と思います。同じく2015年に採択され、2016年

に発効された、「パリ協定」と併せて、世界の

これからの進み方を大きく、強く規定していく

ものとなっているのです。

　Transformとは「変革する」、あるいは、昆

虫が、幼虫からサナギになり、成虫になってい

くという「変態する」、とも訳されます。幼虫、

サナギ、成虫、という、大きな変化を想像して

みてください。我々のこれからの社会が、そん

な大胆な変化を求められているわけです。我々

の社会的な価値観や法制度は、20世紀型の右肩

上がりの時代を前提につくられています。社会

全体の基盤となる部分まで本来は考え直すこと

を求められていると言っても過言ではないで

す。進化論でも言われている環境に適応したも

のが残っていく、という事かもしれません。

　兎も角、気候変動（地球温暖化）、環境問題、

少子高齢化、人口減と人口増、IoTやAIに代表

される情報化、飢餓や貧困等の世界の持続性を

揺るがす複雑かつ大規模な課題に対処していく

為に、「誰一人取り残さない」、持続可能で多様

性と包摂性のある社会をつくっていこうとする

ことがSDGsの目的であることを認識しておく

必要があると思います。

　最近、カラフルなSDGsのマークを胸に付け

て歩いている人をよく見かけるようになりまし

た。すべての人の口の端に上ることのできるパ

ワーに溢れたコミュニケーションツールが出来

た、という状況でもありますが、その背後には、

深刻な状況が迫っていることの認識が必要だと

思います。
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２．何故自治体でSDGsなのか

　民間企業では、SDGsへの対応を積極的に実

施している会社が既に多くあります。特に、海

外でビジネスをしようとするときには、SDGs

カンパニーだと宣言していないと、その国での

ビジネスも難しいという事例もあるなど、海外

の国々では日本よりもSDGsに対する認識がよ

り深くなっているところもあるようです。

　では、そういった状況の中で、海外とは関係

ないように見える自治体としては、どうして

SDGsを進めていかないといけないのでしょう

か。

　2018年度から政府（内閣府）はSDGs未来都

市の選定を始め、2018年度29都市、2019年度31

都市、併せて全国で60都市が指定されています。

そのうち、各年度10都市がモデル事業都市とし

て指定され、国からの補助金を得て事業を進め

ているところです。IBEC（（財）建築環境・省

エネルギー機構）の発行した、「私たちのまち

にとってのSDGs－導入のためのガイドライン」

によると、自治体がSDGs達成に取り組む事の

必要性として、下記の６点が挙げられています。

◦ローカルな課題とグローバルな課題の双方に

取り組む上で最も好都合な位置にいる。

	（国連や国と市民生活との接点）

◦多様なステークホルダーの積極的な参画を促

すことができる。

（産官学市民の多様なステークホルダーの間

に入る事）

◦持続可能な開発において先進的な事例を多く

有する。

（2008年からの環境未来都市構想のような先

進的な成功事例）

◦都市は意欲的かつ革新的なアイデアを創出す

る拠点となりうる。

（現場に近い自治体こそ世の中を変える種々

のアイデアを試す「場」となりうる。）

◦都市は市民生活・経済活動の拠点である。

（経済・社会・環境が複雑に絡み合う拠点で

分野間の連携なしに都市は機能しない。）

◦都市は世界を変革させる力の原点となりう

る。

（世界の人口の半数強が都市に住み、温室効

果ガスの７割以上が都市から排出されてい

る。都市を変えれば世界は変わる。）

　以上のように、都市においてのSDGs追求は、

世界を変えていく為にもやらなければならない

ものであるし、やればその効果は非常に大きな

ものであるという事になります。

　更に、そのガイドラインには次の事も書き込

まれています。「都市は多種多様なシステムの

集大成である」ということです。17の目標値の

中の11番目は、「住み続けられるまちづくりを」

ということになっています。これは都市SDGs

とも呼ばれているようですが、都市はそもそも、

情報システム、交通システム、上下水道システ

ム、社会システム、経済システム等、多岐にわ

たるシステムの集大成と言えます。System	of	

Systemsと言われる所以ですが、その個々のシ

ステム間の連携や統合もこれからは特に期待さ

れるところです。都市はSDGs、17の目標値の

縮図とも捉えられます。

　自治体が今後、SDGsの進展にとってキーに

なることは、明白であると思いますが、更に私

としては、自治体は、産業界のつながりの強化、

あるいは、市民社会との更なる連携も併せて考

えていかないといけない、と思っています。世
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界を相手にしているグローバル企業は当然では

ありますが、中小企業の中にもSDGsに期待し、

それを標榜し、追求していこうとする企業も出

てきています。自分の会社がサステナブルにな

るためにはどうすればよいのか、と考えるの

は、企業家としては当たり前のことかもしれま

せん。そういった企業にとって、立地する自治

体と如何に連携していくのかは非常に重要で、

そういう事も視野に入れて対企業戦略を立てて

いくことも自治体としては必須と思います。グ

ローバル企業としては世界の中から選定する立

地の要件として、やはりその自治体の基本姿	

勢、というのが重要な視点になります。また、

元から立地している中小企業にとっても、更に

発展していく為には、立地している自治体の協

力体制というのが必要かつ不可欠なものになっ

ていくはずです。

　更に、人材教育として、小中学校から世界の

大きな動きとしてのSDGsについての勉強は必

須のものとなるはずです。地域を持続可能なも

のにしていく為にも、SDGsをベースにした人

づくりは欠かせないものになります。

３．推進の仕方、横浜の事例も含めて

　SDGsに関して、17のゴールは、既にどの項

目も施策としてやっているので、敢えて取り上

げなくてもよい、という自治体の方もいらっ

しゃいました。さすがに最近は、もう少し意識

が高くなってきているようには思います。確か

に、自治体の施策を点検すると、17のゴールと

それなりに合致するような施策をやっていない

わけではないですが、そういったこれまでの延

長線上の思考では、現在、生起している、少子

高齢化や地球温暖化などの種々の複雑な課題の

解決には向かっていけないと思います。下記に、

SDGsに基づいた施策展開をするために必要と

思われることを三点述べたいと思います。

１）政府はSDGsに取組むための実施指針と

８つの優先的課題を示しました（内閣府

「SDGs実施指針」）。一方で、自治体は、地

方創生や活性化の文脈の中で、固有の事情

や課題を念頭に置いた施策を展開していく

必要があります。そもそもまちづくりはス

トーリーづくりです。SDGsも一つのゴー

ルから入ってもストーリーとして、必ず他

のゴールに関わっていくはずです。そこを

部局が違うとかで億劫になったり、ため

らったりせずに、どんどんと発想を広げて

地域活性化のストーリーをつくっていくこ

とが必要ではないかと思います。

　大事なことは、ストーリーの最初の取っ

かかりをどうするのかで、独自性、地域性、

特長をどこまで掴んでいるのか、というこ

とが問われることになります。全国一律に

という第二次世界大戦後の日本の復興に向

けた施策展開ではなくて、地方振興、地域

活性化は、やはり、自分の存在する地域の

独自の課題を認識し、人やモノや技術、更

に歴史や文化や民俗性までを資産として認

識したものをベースにする必要があるので

はないかと考えるます。人格という言葉が

あるように私はこれを“都市格”と呼びた

いと思っています。こういった“格”をま

ず確立し、それを核に展開をしていく、と

いうことがSDGsに取り組む際には必要と

考えます。

２）二番目としては、産官学とよく言われます
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　SDGsに関して、17のゴールは、既にどの項

目も施策としてやっているので、敢えて取り上

げなくてもよい、という自治体の方もいらっ

しゃいました。さすがに最近は、もう少し意識

が高くなってきているようには思います。確か

に、自治体の施策を点検すると、17のゴールと

それなりに合致するような施策をやっていない

わけではないですが、そういったこれまでの延

長線上の思考では、現在、生起している、少子

高齢化や地球温暖化などの種々の複雑な課題の

解決には向かっていけないと思います。下記に、

SDGsに基づいた施策展開をするために必要と

思われることを三点述べたいと思います。

１）政府はSDGsに取組むための実施指針と

８つの優先的課題を示しました（内閣府

「SDGs実施指針」）。一方で、自治体は、地

方創生や活性化の文脈の中で、固有の事情

や課題を念頭に置いた施策を展開していく

必要があります。そもそもまちづくりはス

トーリーづくりです。SDGsも一つのゴー

ルから入ってもストーリーとして、必ず他

のゴールに関わっていくはずです。そこを

部局が違うとかで億劫になったり、ため

らったりせずに、どんどんと発想を広げて

地域活性化のストーリーをつくっていくこ

とが必要ではないかと思います。

　大事なことは、ストーリーの最初の取っ

かかりをどうするのかで、独自性、地域性、

特長をどこまで掴んでいるのか、というこ

とが問われることになります。全国一律に

という第二次世界大戦後の日本の復興に向

けた施策展開ではなくて、地方振興、地域

活性化は、やはり、自分の存在する地域の

独自の課題を認識し、人やモノや技術、更

に歴史や文化や民俗性までを資産として認

識したものをベースにする必要があるので

はないかと考えるます。人格という言葉が

あるように私はこれを“都市格”と呼びた

いと思っています。こういった“格”をま

ず確立し、それを核に展開をしていく、と

いうことがSDGsに取り組む際には必要と

考えます。

２）二番目としては、産官学とよく言われます

SDGsの達成に向けて自治体に期待される役割とは
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が、これに市民を加えた、すべてのステー

クホルダーとの連携で進めていくことが重

要だと思います。従来は、国から自治体、

民間企業へ、という上位下達型のまちづく

りでありました。市民は所与の条件として

受け入れて不満があっても甘んじて受け入

れて、まちづくりが推進されてきたのです

が、地域独自のアイデア、手法でまちをつ

くっていく姿勢が必要です。そのような状

況の中で公（自治体）と、新しい技術やノ

ウハウの提供者としての民間企業、知の提

供者としての大学、その場から逃げること

のできない市民が、フラットな場での協働

ワークが出来ていく仕組みをいかにつくる

のか、ということがこれからのキーポイン

トだと思います。地域のコーディネーター

でもある自治体にはこういった場をつく

ることが、求められるものだと思います。

（図１）

３）もう一つ、自治体内部の横連携ができるか

どうかが問われます。ある意味、これが一

番難しいかもしれません。上記にも書きま

したように、SDGsをベースにしてストー

リーを紡いでいく必要があるなかで、所属

部署で自分に与えられた仕事にこだわった

ままでは、大きな課題の解決は不可能だと

思います。例えば、温室効果ガス削減、と

いう本来の目的のためには、都市づくりや、

建築、道路、港湾等、ハード系の施策での

対策、市民向けや学校教育での地球温暖化

対策教育等が、複合していかないと効果は

出ない、と考えます。常に全体最適と部分

最適のバランスとっていくこと、その意味

で強い目的志向での横連携を進めていく必

要があります。

３−１　横浜での事例

　私は、横浜市にて次の三つのモデル事業等の

指定の獲得の現場にいました。2008年環境モデ

ル都市（内閣府）、2010年次世代エネルギー社
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先
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の
知
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公
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図１　まちづくりには様々なプレーヤーがいる
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会システム実証事業（経済産業省）、2011年環

境未来都市（内閣府）、の三つです。

　その上で、2018年に、SDGs未来都市（内閣	

府）モデル事業都市の指定を受けました。これ

らの指定を獲得する際に、上記３．１）２）３）

で書きました要件を、一つ一つ段階を踏んでき

たように思います。その結果、SDGs未来都市

にコマを進めた、という事が出来るのではない

でしょうか。その詳細を次に書きます。

３−１−１　体制、進め方

　従来、横浜市では、環境創造局の地球温暖化

対策課という部署で、施策を進めてきていまし

た。PV（太陽光発電）への補助とか、環境啓

発教育等を担当していましたが、本気で温室効

果ガスの削減を追求していく為には、市として

総合的な取り組みが必要だという判断から、も

とより制度としてあった時限的な組織編制とな

る“事業本部制度”というものを利用して地球

温暖化対策事業本部を立ちあげることになりま

した。ここを、建制順で一番目として、財政、

総務、政策等より上の部局、副市長の下となる

体制としました。この部局はその後、2011年度

から、温暖化対策統括本部と名前も変えて、時

限的ではない取り扱いになっています。環境モ

デル都市、次世代エネルギー・社会システム実

証地域、環境未来都市、そして、SDGs未来都

市の獲得の担当窓口であり、更にOECDの選定

した、高齢社会における持続可能な都市政策の

モデル都市でもあった横浜市の窓口としても機

能してきました。

　また、環境モデル都市に指定される一年前の

2007年度に、横浜市ではCD-DO30（コード30、

Carbon	Off	Do	30％　横浜市脱温暖化行動方

針）という計画づくりを進めました。これは、

生活・ビジネス・建物・交通・エネルギー・都

市と緑・市役所の7つの行動目標を掲げ、脱温

暖化のための横浜型の行動を市民と行政の協働

でつくっていき（規範づくりという意味でコー

ド）、これからの横浜の脱温暖化の方法・取組

みとして定着させて、ひいてはそれらが横浜の

文化（モード）となっていくことをめざしまし

た。すなわち、“コードからモードへ”を合言

葉としました。これを策定する際には、当時の

担当の環境創造局だけではなく、建築局や政策

局、市民局等、全庁を挙げての対応を促すため

に各局長に分科会のトップを務めてもらうこと

にし、全庁的な横連携の対応を可能にする体制

をつくって、地球横断化に総合的に取り組んで

いく、という“準備運動”を2007年に開始した

ことになります。当然、一筋縄ではいけません

でしたが、こうした期間を経てきた横浜市の経

験、努力の経緯は、現在までの各種事業展開の

基礎となったと思っています。

３−１−２　環境モデル都市

　この構想を立てる時、私たちは、横浜市はど

んな都市なんだろうか、都市格はどんなものだ

ろうか、という事をまず自問しました。環境技

術の北九州市、森林の北海道下川町、LRT（次

世代型路面電車）の富山県富山市等、有力な都

市はそれぞれに特徴がありました。さて、横浜

市は、と考えると、港湾都市ということは言え

るが、何が地球温暖化対策の主役になりうるの

か、ということを熟慮しました。

　横浜市には港湾だけではなく、それなりに深

い森もあり、農地も多くある（小松菜の出荷額

が全国１位か２位）。都市部には、新しい建物
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会システム実証事業（経済産業省）、2011年環

境未来都市（内閣府）、の三つです。

　その上で、2018年に、SDGs未来都市（内閣	

府）モデル事業都市の指定を受けました。これ

らの指定を獲得する際に、上記３．１）２）３）

で書きました要件を、一つ一つ段階を踏んでき

たように思います。その結果、SDGs未来都市

にコマを進めた、という事が出来るのではない

でしょうか。その詳細を次に書きます。

３−１−１　体制、進め方

　従来、横浜市では、環境創造局の地球温暖化

対策課という部署で、施策を進めてきていまし

た。PV（太陽光発電）への補助とか、環境啓

発教育等を担当していましたが、本気で温室効

果ガスの削減を追求していく為には、市として

総合的な取り組みが必要だという判断から、も

とより制度としてあった時限的な組織編制とな

る“事業本部制度”というものを利用して地球

温暖化対策事業本部を立ちあげることになりま

した。ここを、建制順で一番目として、財政、

総務、政策等より上の部局、副市長の下となる

体制としました。この部局はその後、2011年度

から、温暖化対策統括本部と名前も変えて、時

限的ではない取り扱いになっています。環境モ

デル都市、次世代エネルギー・社会システム実

証地域、環境未来都市、そして、SDGs未来都

市の獲得の担当窓口であり、更にOECDの選定

した、高齢社会における持続可能な都市政策の

モデル都市でもあった横浜市の窓口としても機

能してきました。

　また、環境モデル都市に指定される一年前の

2007年度に、横浜市ではCD-DO30（コード30、

Carbon	Off	Do	30％　横浜市脱温暖化行動方

針）という計画づくりを進めました。これは、

生活・ビジネス・建物・交通・エネルギー・都

市と緑・市役所の7つの行動目標を掲げ、脱温

暖化のための横浜型の行動を市民と行政の協働

でつくっていき（規範づくりという意味でコー

ド）、これからの横浜の脱温暖化の方法・取組

みとして定着させて、ひいてはそれらが横浜の

文化（モード）となっていくことをめざしまし

た。すなわち、“コードからモードへ”を合言

葉としました。これを策定する際には、当時の

担当の環境創造局だけではなく、建築局や政策

局、市民局等、全庁を挙げての対応を促すため

に各局長に分科会のトップを務めてもらうこと

にし、全庁的な横連携の対応を可能にする体制

をつくって、地球横断化に総合的に取り組んで

いく、という“準備運動”を2007年に開始した

ことになります。当然、一筋縄ではいけません

でしたが、こうした期間を経てきた横浜市の経

験、努力の経緯は、現在までの各種事業展開の

基礎となったと思っています。

３−１−２　環境モデル都市

　この構想を立てる時、私たちは、横浜市はど

んな都市なんだろうか、都市格はどんなものだ

ろうか、という事をまず自問しました。環境技

術の北九州市、森林の北海道下川町、LRT（次

世代型路面電車）の富山県富山市等、有力な都

市はそれぞれに特徴がありました。さて、横浜

市は、と考えると、港湾都市ということは言え

るが、何が地球温暖化対策の主役になりうるの

か、ということを熟慮しました。

　横浜市には港湾だけではなく、それなりに深

い森もあり、農地も多くある（小松菜の出荷額

が全国１位か２位）。都市部には、新しい建物
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と古い建物が混在しています。京浜工業地帯の

一部でもあるが、もっぱら東京のベッドタウン

として生きてきた住宅都市という性格も多分に

あります。一つのテーマで横浜をくくっていく

ことの難しさを感じていました。その中で、い

くつかの理由から、基礎自治体で最も大きい人

口を抱えている（2008年当時は約367万人、現

在は約375万人）ことを最大の武器にしてはど

うか、“市民力”をメインに据えていこうとい

うことになりました。根拠について下記しま

す。

１）日本で初めて西洋に対して開港をしたま

ちで、そこから種々の西洋の技術や文化

が入ってきたゲート都市でありました。ガ

ス、新聞、アイスクリーム、ホテル、競馬等。

こういったものが横浜から全国に波及して

いった、という事で、門前町、城下町、宿

場町ではなくて、アントレプレナー町、と

言ってもよい歴史を持っています。

２）NPOの数が1,500程度あり、全国でも有数

のNPOの設置数を誇っています。自治会の

加入率が約75％と政令指定都市の中でも第

二位の加入率を誇っており、市民の意識の

高さを示していると考えられます。

３）二酸化炭素の排出量を部門別に示したグラ

フがあります。この中で、家庭部門、業務

部門、運輸部門の三部門は市民の毎日の通

常の活動から生起するもので、60％超に及

び、大きな割合を占めています。即ち、日々

の市民の排出削減への努力が最も重要だと

いう事が出来るのではないかと思います。

（図２）

　他にも理由はいくつかありますが、歴史的に、

市民意識的に、数字的に、横浜市としては“市

民力”というものに注目してそこを起点に種々

の施策を興していくことが合理的であると判断

したわけです。

　環境モデル都市におけるキャッチフレーズ

「知の共有、選択肢の拡大、市民力発揮で大都

市型ゼロカーボン生活の実現を目指す」はこ

うした経緯から生まれたのです。2008年当時、

エネルギー転換部門
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図２　横浜市と全国の部門別CO2排出量（2015年度のCO2排出量による比較）



自治体版SDGs

TOYONAKA ビジョン22　Vol.23　20208

特集特集

360万人を超える市民の行動が変容していくこ

とで市場も変わり、企業の戦略も変わっていく

ものと考えました。マーケットプル型の温暖化

対策とでも言えます。例えば、少しくらい高く

ても、再生可能エネルギーを選ぶ人たちが横浜

にはいる、というメリットです。また、一方で、

YES（横浜エコスクール）という事業を発足さ

せたのは、施策の中心になる市民の教育・啓発

に力を入れなければならない、と考えたからで

す。今でも、毎年、延３万５～６千人の参加を

見ています。ゼロカーボン生活（エコもてなし、

環境ポイント制度等）や再生可能エネルギー供

給拡大、環境・エネルギーの新産業創出エリア

形成、脱温暖化自治体連合（農山村との連携事

業）等が当時の施策でありました。

３−１−３　次世代エネルギー・社会システム

実証事業（図３）

　所謂、スマートグリッド（次世代エネルギー

供給網）の実証実験を横浜市エリアで実施する、

という事が目的の事業です。このため、民間企

業との連携は不可欠なものとなりました。民間

企業33社と１大学との連携を実現させ、全部で

15のプロジェクトを遂行しました。中でも電力

会社との連携を実現させて実証を行ったのは、

後にも先にも横浜市のみです。

YSCP（横浜スマートシティプロジェクト）と

呼ぶこのプロジェクトでは、HEMS（ホームエ

ネルギーマネジメントシステム）、BEMS（ビ

ルエネルギーマネジメントシステム）、CEMS

（コミュニティエネルギーマネジメントシステ

ム）等の実証を行いました。HEMS4000件、太

陽光パネルをこの事業として27MW、EV2,000

台の導入を目標としました。特にHEMSを4,000

件というのは不可能な目標ではないかという

コメントもいただきましたが（我々としては

根拠はあった）、結局は、トータルで4,300件の

導入実績となりました。HEMSは、実証実験に

参加してくれることを条件にして、１万円のご

負担を各ご家庭にはお願いしました。参加意識
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スマートBEMS
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大規模既成市街地を舞台にした、
地域エネルギーマネジメントの開発・導入実証事業

◼導入実績(2013年度まで）／目標（2010～2014年度）
HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）（4,200件/4,000件)

太陽光パネル（36MW/27MW) 、電気自動車（2,300台/2,000台）

図３　横浜スマートシティプロジェクトの全体像
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360万人を超える市民の行動が変容していくこ

とで市場も変わり、企業の戦略も変わっていく
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を高め、より自分事に捉えていただけるのでは

ないか、と考えたのです。規模的には、世界最

大級となる数のHEMSのネットワークと、それ

を活用した多岐にわたる内容の実証実験を実施

でき、世界でもその結果を発表できる実績を持

てました。スマートシティ横浜としての評価を

あげていく大きなきっかけとなった事業です。

YSCP推進に当たっては、市民の方々への周知、

啓発、知識向上のために、テレビやラジオ、宅

配の無料ニュースや、駅のデジタルサイネージ

等をフルに活用したり、前述のYESという事業

に力を入れたのは言うまでもありません。

　横浜市は、自治体として、実証実験そのもの

のコストは出せないものの、“民間企業の国へ

の補助金申請での全面協力”、“企業同士の調

整”、“市民と企業との間を埋める調整”の三つ

を実施しました。三つ目の活動は、ハイテク機

器を市民が受け入れていただけるように地球温

案化対策の必要性から始まり、本事業の重要性

を説き、コストをかけてでも導入を納得いただ

き、実証の結果を共有して、一緒に動いていく

ことを納得していただく、ということで、自治

体としては最も重要かつ他の主体ができない機

能だと考えています。

　リビングラボラトリー（新しい機器や新しい

サービスの開発に関し、最初からエンドユー

ザー（市民）を共創的に巻き込んで推進する事）

というシンガポールが国を挙げて追及している

地域の機能を、日本では横浜市がやっていきま

す、というプレゼンを私自身海外で何度かさせ

てもらいましたが、YSCPはまさに、地域を実

証実験の場としていくことのきっかけにもなり

ました。現在は、YSBA（横浜スマートビジネ

ス協議会）として発展させ、VPP（仮想発電所：

各地に存在する小規模再生エネルギーをまとめ

て制御・管理すること、あたかも一つの発電所

のように機能させる事）等の新しいエネルギー

ビジネス等の地域展開に取り組んでいます。

（図４）

横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）実証事業で培ったノウハウを生かし、
防災性、環境性、経済性に優れたエネルギー循環都市を目指すため、
新たな公民連携組織を2015年4月に設立。実証から実装へ向けた取組みを実施。

2016年度 ～2015年度

YSCP実装

YSCP
推進協議会

YSCP実証
◆建設会社：
大成建設、清水建設

◆電気・機器・設備会社：
東芝、明電舎、アズビル、ＩＨＩ、三菱日立パワーシステムズ、
パナソニック、東京ガスエンジニアリングソリューションズ

◆エネルギー会社：
東京ガス、東京電力、みなとみらい二十一熱供給

◆ほか事業会社：オリックス、日産自動車、パシフィコ横浜

◆行政：横浜市

参画企業：15社
（2015年12月現在）

事業可能性調査及び設計など
（１００％国補助金活用）

機器の導入
（２／３国補助金活用）

参画企業： 社

横浜スマートビジネス協議会

～2014年度

図４　実証から実装に向けた公民連携の取組
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３−１−４　環境未来都市

　2011年に内閣府から指定された環境未来都

市。各都市には地球温暖化対策に加えて少子高

齢化という大課題も併せて解決していくことを

共通課題として求められました。ここでは、こ

の後、SDGs未来都市の時にも要求される、環

境・社会・経済の三側面を統合的に見ながらの

戦略作りが、既に必要とされていました。横浜

市としては、「低炭素・省エネルギー」と「超

高齢化対応」に加え、「水・自然環境」、「クリ

エイティビティ（文化芸術とMICE（Meeting：

会議）、（Incentive	tour：報奨・研修旅行）、

（Convention：学会や国際会議）、（Exhibition：

展示会））」、「チャレンジ（技術革新による成長

産業を）」の５本柱を課題に設定し取り組みま

した。主なプロジェクトとしては、みなとみら

い2050プロジェクト（都心）、持続可能な住宅

地モデルプロジェクト（郊外）、スマートな住

まい・住まい方プロジェクトの三つでありまし	

た。（図５、６）

　みなとみらい2050プロジェクトでは、エネル

ギーやBLCP（Business	and	Living	Continuity	

Plan:業務・生活継続計画、災害があっても業

務や生活が継続できるようにする計画）への対

応などを取り入れた新しい横浜の顔づくりをめ

ざしました。ここでは、みなとみらいに立地す

る100を超す企業に声をかけ、種々の個別プロ

ジェクトにご参加いただき、会議体を作って推

進をしました。更に、関係する市役所の部局に

も参画してもらい、産と官の交流の場としても

機能するようにしました。現在は、引き続き事

業の進展を図っているところです。

　また、郊外部に関しては少子高齢化というま

ちの課題への対応と団地再生や地域包括ケアの

定着等への活動です。東急田園都市線沿線のた

まプラーザ駅周辺、JR洋光台駅前、相鉄いず

み野線沿線の三か所をモデルとしました。特に

活発に動いたのが、たまプラーザ駅前でした。

東急電鉄を始め、エネルギー会社、IT系の会

社等の企業群による課題検討活動や、区役所を

環境

低炭素・

省エネルギー

ＣＯ２排出を大きく削減する

「スマートシティ」の市域全体での実現

水・自然環境
上下水道技術の海外展開支援／

生活の中で自然に親しむ豊かな暮らし

超高齢化対応
住み慣れた身近な地域における

全世代の「つながり」の実感

地域

活性化

クリエイティビティ
文化芸術による賑わいの創出／

ＭＩＣＥ都市の実現

チャレンジ
市内企業の技術・経営革新による

成長産業の強化

目指すべき将来ビジョンの実現に向けた課題・目標

図５　環境未来都市の実現に向けて
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中心に、病院や介護施設、看護師、ホームヘル

パー等のネットワークを確保し、地域包括ケア

システム確立をめざした活動も行っています。

市役所としては、区役所や推進主体の温暖化対

策統括本部を含む９つの部局の横断的な協力体

制を組むことが出来ました。

３−１−５　SDGs未来都市

　2018年、世界のSDGsの流れに沿ってSDGs未

来都市が29都市選定されました。うち10都市が

モデル事業都市という事になり、横浜市は、そ

のモデル事業都市に選定されました。横浜市は、

提案にあたって新しい組織である、SDGsデザ

インセンターの設立を企画しました。全く新し

い事業をこの際に立ち上げることはチャレンジ

であるものの、産官学市民というステークホル

ダーが、一堂に会し知恵を出し合って、環境・

社会・経済の統合的解決をめざす取り組みを推

進していく為のベストな方策として、立ちあげ

ました。（図７）

　ニーズ、シーズのマーケティングから、対応

する企画、担い手のグルーピングのコーディ

ネート、ソリューションの提案をし、パイロッ

トプロジェクトを仕掛けていくというサイクル

をめざしています。現状、大企業や、地元中小

企業、NPO等からも多くの問い合わせ、提案

等を頂いてきており、鋭意対応を図りながら、

プロジェクトメイキングを進めています。

　横浜は市民力ということを申しました。市民

の人たち（企業市民も含む）からの提案も大事

にしつつ、横浜としてはこれまでも実績を積ん

できています環境面の事業から始めることが

我々なりのストーリーかと考えています。経	

済・社会・環境を一体的に考え、縦割り排除の

総合的な施策展開を図って、地域をサステナブ

ルなものに変えていくことをめざしたいくつ

かのプロジェクトが動き始めました。「ヨコハ	

マ・ウッドストロー・プロジェクト」「郊外住

宅地における新しいモビリティ実験」等です。

その中で、旭区で実施しています「郊外住宅地

○持続可能な住宅地モデルプロジェクト

○みなとみらい２０５０プロジェクト

・青葉区たまプラーザ駅周辺地域（東急電鉄との協働）
・磯子区洋光台周辺地域（ＵＲ都市機構との協働）
・緑区十日市場町周辺地域
・相鉄線いずみ野線沿線（相鉄ＨＤとの協働） など

みなとみらい２１地区を中心に、
「世界を魅了する最もスマートな環境未来都市」
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図６　環境未来都市の推進のための主なプロジェクト
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における新しいモビリティ実験」に関して、事

例を紹介します。（図８）

　横浜にも交通弱者は存在します。旭区の若葉

台団地は人口約16,000人の高齢化率の高い団地

です。この実験は、地元のまちづくりセンター

がモネ・テクノロジーズ㈱と組んで始めた社会

課題解決に資する事業です。この取り組みによ

り、社会課題の交通弱者の救済から始まり、地

域の商店街にとってのプラス効果、新しい交通

手段としての事業の可能性も見えてくる、とい

う経済効果も見込めます。更に、オンデマンド

で運行するため、自動車の数の削減にも寄与す

ヨコハマSDGsデザインセンターは、SDGｓ未来都市・横浜のビジョン実現を
目指し、自らもステークホルダーとして、連携によって課題解決に取り組む、
目的志向・実践型中間支援組織です。
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環境・経済・社会的課題の同時解決を目指した取組を、課題と場所を設定の上実施

図７　ヨコハマSDGsデザインセンターとは

郊外住宅地における「ラストワンマイル」を実現するための
オンデマンドバスの走行

人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地
域でコミュニティバス「わかば号」を運行
人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地

地域のニーズ

ＩＣＴ技術、配車プラットフォームＩＣＴ技術、配車プラットフォーム

企業の持つシーズ

一般財団法人
若葉台まちづくりセンター

MONET Technologies 株式会
社
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付加価値のあるオンデマンドモビリティサービスの提供へ

図８　アクションプロジェクト



自治体版SDGs

TOYONAKA ビジョン22　Vol.23　202012

特集特集

における新しいモビリティ実験」に関して、事

例を紹介します。（図８）

　横浜にも交通弱者は存在します。旭区の若葉

台団地は人口約16,000人の高齢化率の高い団地

です。この実験は、地元のまちづくりセンター

がモネ・テクノロジーズ㈱と組んで始めた社会

課題解決に資する事業です。この取り組みによ

り、社会課題の交通弱者の救済から始まり、地

域の商店街にとってのプラス効果、新しい交通

手段としての事業の可能性も見えてくる、とい

う経済効果も見込めます。更に、オンデマンド

で運行するため、自動車の数の削減にも寄与す

ヨコハマSDGsデザインセンターは、SDGｓ未来都市・横浜のビジョン実現を
目指し、自らもステークホルダーとして、連携によって課題解決に取り組む、
目的志向・実践型中間支援組織です。

提供

市内の様々な主体

ニーズ・シーズ

オンライン
システム

ステークホルダー
企業・大学
地域活動団体

各プラットフォーム など

マーケティング

コーディネート

イノベーション

プロモーション

収集・調査・分析

ソリューション(解決策)提案

大都市モデルとして国内外へ発信

環境・経済・社会的課題の
同時解決型「大都市モデル」創出

経済

環境

社会

解決策の企画・立案
担い手の募集・発掘・育成
実証実験等の協力・支援

市内の様々な主体

大都市モデル創出に向けた パイロットプロジェクト（試行的取組）

環境・経済・社会的課題の同時解決を目指した取組を、課題と場所を設定の上実施

図７　ヨコハマSDGsデザインセンターとは

郊外住宅地における「ラストワンマイル」を実現するための
オンデマンドバスの走行

人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地
域でコミュニティバス「わかば号」を運行
人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地人口減少、少子高齢化が進む旭区若葉台団地で地

地域のニーズ

ＩＣＴ技術、配車プラットフォームＩＣＴ技術、配車プラットフォーム

企業の持つシーズ

一般財団法人
若葉台まちづくりセンター

MONET Technologies 株式会
社

マッチング・実施に向けたコーディネート

付加価値のあるオンデマンドモビリティサービスの提供へ

図８　アクションプロジェクト

SDGsの達成に向けて自治体に期待される役割とは

TOYONAKA ビジョン22　Vol.23　2020 13

る可能性もあり、将来的なEV化や、自動運転

も視野に入っており、環境面でも非常に価値の

あるプロジェクトになることが予想されます。

　ヨコハマSDGsデザインセンターは、地域と

企業の出会いをアレンジし、事業の推進に対し

てのサポーターとしての存在を示しました。今

後の展開にも、大いに絡んでいき、地域の課題

解決に、環境・経済・社会の好循環で対応して

いくべく行動をしていきたいと考えています。

４．SDGsに関しての自治体の役割の
考察

　以上を基にして、自治体として、今後の展開

に対して期待されることを次に述べたいと思い

ます。

１）SDGsの目標達成にはその都市としてのま

ちづくりや、施策展開のストーリーが必	

要。地域学というのもありますが、地域の

特徴“都市格”を認識し、それを核とした

施策展開へのサポートをすることが必要。

２）自治体の内部の横ぐし機能が必要。部分最

適のこなす仕事から、目標値を置いて創り

出す仕事への胎動。

３）産官学市民のステークホルダーの融合をめ

ざす活動が必要。

４）少子高齢化、地球温暖化対策、防災、ある

いは高度になった技術の（IoT、AI、ロボ

ティクスetc）の社会導入を提案していく。

５）上記を可能にするために、自治体内部や、

産学市民等の実社会との連携、情報交換を

積極的に行動していくことが重要。そのプ

ラットフォームとして、或いは、施策実行

への機動力として、ヨコハマSDGsデザイ

ンセンターのような中間組織の活用や設立

必要性の検討。（我々としては今後、中間

組織同士の連携も視野に入れていきたいと

考えています。）

【参考文献】
内閣府地方創生推進事務局SDGs未来都市

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/index.
html（2020年１月７日アクセス）

横浜市温暖化対策統括本部
http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/（2020年１月
７日アクセス）
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はじめに

　日本社会は、現在、さまざまな問題に直面し

ている。出生率の低下に伴う少子高齢化と人口

減少、高齢独居世帯の増加や孤立死の増加、近

隣の見守りや支え合いの力の脆弱化。社会的紐

帯の弱体化は、非婚の増加と家族の変容といっ

た形でも現れており、ひきこもりの問題が深刻

化している。雇用環境も変化し、非正規労働者

が増加するとともに、経済格差の拡大や貧困問

題も無視できない状況だ。1998年から10年以上

続いた年間自殺死亡３万人以上といった状態は

改善されたものの、10歳から39歳という若年層

では、自殺は死亡率の一位をしめている。高齢

の親と働いていない独身の50代のひきこもりの

子が同居している家族（8050問題）、親の介護

と育児の負担に同時に直面する家族（ダブルケ

ア）、障害のある子の親が高齢化し親自身が介

護を要するようになった家族など、生活問題は

複合化し、従来の児童福祉、障害者福祉、高齢

者福祉といった縦割りの社会福祉制度では対応

が難しくなっている。こうした社会の動向に対

して、地域包括ケアシステムの構築、あるいは

地域共生社会づくりといった政策目標を掲げ、

国および地方自治体は対応を図ろうとしてい

る。

　一方、世界全体に目を転じてみると、地域紛

争と難民の発生、貧困や飢餓、高い死亡率に悩

まされる開発途上国、地球温暖化と気候変動、

それに伴う自然災害の増加、有限な化石燃料や

原子力発電に頼るエネルギー問題、海洋汚染、

生物多様性を含む環境保全など、さまざまなグ

ローバルな問題を抱えている。国連とその加盟

国は、こうしたグローバル問題の解決のために

「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable 

Development Goals）を設定し対応を図ろうと

している。日本の政府と地方自治体も、SDGs

に向けた取り組みを開始したところである。

　本稿では、いま自治体に求められている

SDGsへの取り組みおよび地域共生社会づくり

について、両者を結び付けて論じるとともに、

両者に共通する視点と条件を考えてみたい。

１．2030アジェンダ・SDGsの開始

１）SDGsの視点

　持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年

９月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための2030アジェンダ」（2030アジェン

ダ）に記載された国際目標である。2001年に策

定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継

として策定され、「誰一人として取り残さない

地域共生社会とまちづくり
―SDGsの視点を踏まえて―
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両者に共通する視点と条件を考えてみたい。
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（leave no one behind）」を理念に掲げ、2016年

から2030年までの17の目標（ゴール）と169の

ターゲットを設定している１）。2017年には、進

捗状況を測るための評価尺度である約230の指

標も提示されている。

　17の目標は相互に関連し合い、総体としてめ

ざすものは「持続可能な社会」である。2001年

に策定されたMDGsが主に開発途上国のための

目標で、８分野の目標を提示していたのに対

し、SDGsが掲げるのは先進国を含めすべての

国が取り組む必要がある普遍的な課題と目標で

ある。目標１はあらゆる形態の貧困の撲滅、目

標２は飢餓を終わらせ、食糧安全保障、栄養改

善、持続可能な農業を促進すること、目標３は

保健、人々の健康的な生活の確保と福祉の促進

である。すなわち目標１から目標３までに、人々

の生存に不可欠な保健と福祉に関連する目標が

挙げられている。目標４の教育（質の高い教 

育、生涯学習）、目標５のジェンダー平等、目

標16の平和と公正などとともに、SDGsは国連

が第二次大戦後に取り組んできた基本的人権の

保障を目標に盛り込んでいる。また、SDGsに

は近年とみに深刻さを増してきた生態学的グ

ローバル問題への対応、すなわち持続可能な

生産と消費（目標12）、気候変動への対応（目

標13）、海洋資源や陸上資源の保全（目標14・

15）、信頼できる持続可能なエネルギー（目標 

７）などを目標に掲げている。さらに、持続可

能な経済開発と人間らしい雇用（目標８）、社

会のインフラ構築、持続可能な産業化促進とイ

ノベーション（目標９）、各国内および国家間

の格差や不平等の是正（目標10）などの経済開

発に関する目標がある２）。

　2030アジェンダ・SDGsは、すべての国・人

に関わる共通の目標であるという普遍性、人と

しての尊厳・基本的人権の保障をめざし「誰一

人取り残さない」という包摂性、17の課題がそ

れぞれ深くかかわりあっており、環境、経済、

社会の課題を同時に解決しようとする統合性と

いう３つの特徴を有している。

２）SDGsの達成に必要なパートナーシップと

ガバナンス

　こうした特徴をもつ2030アジェンダ・SDGs

を、国連の加盟国政府だけで実現することは非

現実的であり、政府部門と民間企業（国際的に

は多国籍企業が展開している）および非営利組

織（各種のNGO・NPO等）の連携と協働（パー

トナーシップ）によって取り組むことが必要と

なっている。地球規模の課題（グローバル課題）

を解決するためには、関連する様々な主体（ス

テークホルダー）の参加と連携・協働（グロー

バルパートナーシップ）が必要であり、様々な

主体の連携・協働にもとづく行動計画（グロー

バルアジェンダ）の遂行と運営管理（グローバ

ルガバナンス）が必要になっている。こうした、

政府、企業、非営利組織のそれぞれが課題解決

に役立つ役割を担い、様々な主体のパートナー

シップに基づくガバナンスを重視するという視

点は、目標17（パートナーシップで目標を達成

しよう）に表現されている３）。

　SDGsがめざすのはグローバル課題の解決で

あるが、17の課題の具体的な立ち現われ方は国

によって、また地域によって異なる。課題の解

決のために動員できるさまざまな社会資源も、

国や地域によって異なる。また、それぞれの国

や地域の人々が、こうした課題についての認識

を持ち、草の根から課題解決にむけた行動や動
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きを立ち上げていくことも重要である。グロー

バル課題の解決のためには、それぞれの国や地

域において、政府、企業、非営利組織に加えて

一般の人々が参加するローカルガバナンスを確

立していくことも必要となっている。

３）政府、自治体によるSDGsの推進

　日本政府は、世界的に進む都市化を見据え、

環境や高齢化対応などの課題に対応しつつ、持

続可能な経済社会システムを持った都市・地域

づくりをめざす「環境未来都市」構想を進めて

いる４）。環境や高齢化対応など人類共通の課題

にチャレンジする都市として選定された環境未

来都市では、環境、社会、経済の三つの価値を

創造し続ける「誰もが暮らしたいまち」「誰も

が活力あるまち」の実現に向け、先駆的プロ 

ジェクトに取り組んできた。また、2008年から

進められている環境モデル都市も「環境未来都

市」構想の基盤を支える低炭素都市とし、一体

的な推進が図られている。環境、社会、経済の

三つの領域で価値を創造していく取り組み（図

１）は、SDGsの視点にも沿ったものである４）。

現代日本の抱える社会の課題に対応していくう

えでも、SDGsの視点を取り入れ、国レベルや

地方自治体レベルのローカルガバナンスを深化

させていくことが有効である。

　地方自治体によるSDGsの達成に向けた取り

組みは、地方創生の実現のためにも重要であ 

り、このため地方創生の推進に向けた日本の

「SDGsモデル」の構築が進められている。内

閣府は2019年、地方自治体によるSDGsの達成

に向けた優れた取り組みを提案した31都市を

「SDGs未来都市」として選定し、また、その

中で特に先導的な取り組み10事業を「自治体

SDGsモデル事業」として選定した。これらの

取り組みを支援するとともに、成功事例の普及

展開等を行い、地方創生の深化につなげていこ

うとしている４）。

図１　「環境未来都市」構想（http://future-city.go.jp/sdgs/）
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　こうした取り組みを進めるために「地方創生

SDGs官民連携プラットフォーム」の形成が進

められてきている４）。このプラットフォームは、

多様なステークホルダーの積極的な参画と官民

連携を推進することで、SDGsの達成に向けた

取り組み、およびそれに資する「環境未来都

市」構想、および地方創生の推進を目的として

いる。プラットフォームを構成するのは、2019

年９月末現在で、地方自治体（401団体）、関係

省庁（13団体）、民間企業・非営利組織・大学

等（578団体）の計992団体である４）。そこでは

「自治体SDGs」という概念が提示され、「全国

の自治体による地域のステークホルダーと連携

したSDGsの達成に向けた積極的な取り組み総

体」と定義されている４）。自治体レベルにおけ

るSDGsの多様な目標の追求は、日本の各地域

における諸課題の解決にも貢献し、地方の持続

可能な開発、すなわち地方創生を推進すること

にも寄与するであろう。

２．地域共生社会とは

１）「地域共生社会」が意味するもの

　「地域共生社会」とは何を意味しているのか。

2016年６月２日に閣議決定された「経済財政運

営と改革の基本方針 2016」５）には以下のよう

に書かれている。「全ての人々が地域、暮らし、

生きがいを共に創り高め合う地域共生社会を実

現する。このため、支え手側と受け手側に分か

れるのではなく、あらゆる住民が役割を持ち、

支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コ

ミュニティを育成し、福祉などの公的サービ

スと協働して助け合いながら暮らすことのでき

る仕組みを構築する」。なお、この文章は、「結 

婚・出産・子育ての希望、働く希望、学ぶ希望

の実現」の中の「障害者等の活躍支援、地域共

生社会の実現」という項目の中に書かれており、

次の文章に続くものである。「障害者、難病患 

者、がん患者等も、それぞれの希望や能力、障

害や疾病の特性等に応じて最大限活躍できる社

会を目指し、就労支援および職場定着支援、治

療と職業生活の両立支援、障害者の文化芸術活

動の振興等を進め、社会参加や自立を促進して

いく。性的指向、性自認に関する正しい理解を

促進するとともに、社会全体が多様性を受け入

れる環境づくりを進める」。

　地域共生社会とは、障害者、難病患者、がん

患者、性的マイノリティなどを包摂し、すべて

の人が役割を持ち、支え合いながら、自分らし

く活躍できる社会を意味している。多様な人々

が共存・共生する社会であり、特定の人々を排

除しない社会である。支え手側と受け手側に分

かれるのではなく、互いに支えあう、つまり

互酬的、互助的な人々の関係が広がるととも

に、福祉などの公的サービスと連動していく社

会がイメージされている。同様の文章は、同じ

日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラ 

ン」６）の中にも「地域共生社会の実現」と項目

を立てて書かれている。

　社会的包摂という理念は、「誰一人として取

り残さない」というSDGsの理念とも共通する。

厚生労働省は、2016年６月の閣議決定を受けて

2016年７月には省内に「我が事・丸ごと地域共

生社会実現本部」を設置し、「地域包括ケアの

深化・地域共生社会の実現」という文書を発出

した。「我が事・丸ごと」という枕言葉には、 

人々が地域の課題や福祉を必要とする人の課題

を「他人事」ではなく「我が事」と受け止め、
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縦割りの福祉制度ではなく「丸ごと」対応し解

決していく制度に変えていく、という意味合い

が込められている。こうした考え方は、すでに

その１年前、2015年９月に、厚生労働省内に置

かれたプロジェクトチームが出した文書「新た

な時代に対応した福祉の提供ビジョン」でも示

されていた。そこでは、「地域包括支援体制」

という概念を用いて、分野横断的に全世代に対

応できる福祉サービスの提供のあり方が議論さ

れていた。こうした一連の議論は、2017年６月

の「地域包括ケアシステムの強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律」の公布へとつ

ながっていく。「地域包括ケアシステム」「地域

包括支援体制」「地域共生社会」を実現しよう

とする政策的動向は現在も進行中である。この

一連の動きを表１にまとめた。

２）３つの類似概念の比較

　厚生労働省や内閣府から「地域包括ケアシス

テム」「地域包括支援体制」「地域共生社会」と

いう３つの類似した概念が示されてきた。ここ

でそれぞれの意味合いを掘り下げて、相互の関

係を考えてみる（表２）。

　「地域包括ケアシステム」という考え方が登

場したのは、厚生労働省に置かれた「高齢者介

護研究会」が2003年に出した報告書「2015年の

高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立

に向けて～」７）においてであった。そこには、 

「地域包括ケアシステムの確立」という項のな

かで「要介護高齢者の生活をできる限り継続し

て支えるためには、個々の高齢者の状況やその

変化に応じて、介護サービスを中核に、医療 

サービスをはじめとする様々な支援が継続的か

つ包括的に提供される仕組みが必要」と書かれ

ている。地域包括ケアシステムは後に法律の条

文の中でも規定されている。2014年６月に法律

名を含め改正された「地域における医療及び介

護の総合的な確保の促進に関する法律」におい

表１　地域包括支援体制・地域共生社会をめぐる政策動向

年・月 動きの内容
2015・9 厚生労働省「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム」

「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」⇒地域包括支援体制を提案
2016・6 「骨太方針 2016」「ニッポン一億総活躍プラン」地域共生社会の実現に言及
2016・7 厚生労働省・我が事・丸ごと地域共生社会実現本部設置「地域包括ケアの深化・

地域共生社会の実現」
2017・6 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律公布

⇒社会福祉法一部改正
2017・9 厚生労働省「地域力強化検討会（地域における住民主体の課題解決力強化・相談

支援体制の在り方に関する検討会）」最終とりまとめ「地域共生社会の実現にむけ
た新しいステージへ」

2017・12 厚生労働省「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関す
る指針」の策定・公表および関連通知の発出（2018・４月施行）

2019・7 厚生労働省「地域共生社会推進検討会（地域共生社会に向けた包括的支援と多様
な参加・協働の推進に関する検討会）」「中間とりまとめ」
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て、第２条に「地域包括ケアシステムとは、地

域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住

み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、医療、介護、

介護予防、住まいおよび自立した日常生活の支

援が包括的に確保される体制をいう」と定義づ

けられている。

　一方、「地域包括支援体制」という概念は、

2015年９月に厚生労働省の中に置かれた「新た

な福祉サービスのシステム等のあり方検討プロ

ジェクトチーム」から出された文書「誰もが支

え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実

現 ―新たな時代に対応した福祉の提供ビジョ 

ン」８）において用いられた。そこでは、分野横

断的で包括的な相談支援体制を実現し、高齢者、

障害者、子育て支援、生活困窮者支援等の複数

分野の福祉施策を総合化した支援を組み立てる

ための方向性が議論されている。「地域包括ケ

アシステム」と「地域包括支援体制」を比較す

ると、「地域包括ケアシステム」が介護保険制

度を中心として高齢者の生活を地域で支える仕

組み、特に介護と医療が連携し、予防や居住サー

ビスなどを含めた「包括ケア」の実現に重点を

置いているのに対し、「地域包括支援体制」は、

福祉制度における分野別の縦割りを克服し「包

括支援」の提供をめざしている点に特徴があ 

る。

　「地域共生社会」については、初めて言及さ

れたのが2016年６月に閣議決定された「経済財

政運営と改革の基本方針 2016」等であったこ

とは前述した。「地域包括支援体制」が、福祉サー

ビスの提供体制の刷新を企図しているのに対し

て、「地域共生社会」は、地域住民が役割を担 

い、相互に支え合い、生きがいを感じられるよ

うなコミュニティづくりをめざしているといえ

るだろう。

　「地域包括ケアシステム」「地域包括支援体 

制」「地域共生社会」という政策目標を示す３

つの概念には、このようにニュアンスの違いは

あるものの、人々が安心して住み続けることが

表２　「地域包括ケアシステム」「地域包括支援体制」「地域共生社会」の比較

地域包括ケアシステム 地域包括支援体制 地域共生社会
概念の初出 2003年６月高齢者介護研究

会「2015年の高齢者介護～
高齢者の尊厳を支えるケア
の確立に向けて～」

2015年９月厚生労働省「新
たな福祉サービスのシステ
ム等のあり方検討プロジェ
クトチーム」

2016年６月内閣府経済財
政諮問会議「経済財政運
営と改革の基本方針 2016」

「ニッポン一億総活躍プラ
ン」

特徴 介護保険制度と関連した仕
組み。高齢者を対象。医療、
介護、予防、生活支援、住
居の５つの要素を重視。高
齢者ができるだけ長く地域
で生活できることをめざ
す。

「新たな時代に対応した福
祉の提供ビジョン」として、
厚労省プロジェクトチーム
によりまとめられた。全世
代対応の分野横断型の福祉
サービスの提供をめざす。

全ての人々が地域、暮ら
し、生きがいを共に創り高
め合う社会、支え手側と受
け手側に分かれるのではな
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共通点 少子高齢化、人口減少に対応する「地域づくり」をめざしている。
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できる「地域づくり」を目標としている点で共

通している。主に福祉サービスの提供体制の刷

新の方向を論じた厚労省プロジェクトチームの

報告８）でも、「新しい連携のかたちは、福祉分

野内に止まるのではなく、福祉以外の分野に拡

大していかなければならない」と書き、「新し

い地域包括支援体制は、地域をフィールドとし

た新しいまちづくりをめざす」ものだと述べて

いる。

３）2017年６月の社会福祉法一部改正

　「地域包括ケアシステム」「地域包括支援体 

制」「地域共生社会」といった政策目標を保健・

医療・福祉の施策に落とし込んでいくため、

2017年６月、「地域包括ケアシステムの強化の

ための介護保険法等の一部を改正する法律」が

公布された。これは、介護保険法、医療法、社

会福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法等を

同時に一部改正する束ね法案であった。この法

律の成立により、社会福祉法も一部改正され、

以下の点が盛り込まれた。①条文での地域福祉

に関する言及、②地域福祉計画の内容について

の改正、③分野を超えて総合的（包括的）に対

応できるような相談支援体制の推進である。そ

の内容を以下順次みていくが、法律改正を通じ

て「地域共生社会」実現のために、福祉行政と

して「地域包括支援体制」づくりを進め、地域

福祉の推進をめざして地域住民等の参加を強調

する内容となっている。

　第１の地域福祉の推進であるが、第４条で、

これまでにその推進主体を「地域住民、社会福

祉を目的とする事業を経営する者および社会福

祉に関する活動を行う者」と規定していたが、

今回の改正ではこれらの人を「地域住民等」と

括り、新たに次のような第２項を設けた。「地

域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福

祉サービスを必要とする地域住民およびその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、

住まい、就労および教育に関する課題、福祉 

サービスを必要とする地域住民の地域社会から

の孤立その他の（中略）各般の課題（「地域生

活課題」）を把握し、地域生活課題の解決に資

する支援を行う関係機関（「支援関係機関」）と

の連携等によりその解決を図るよう特に留意す

るものとする」。わかりにくい文章であるが、

要は、地域福祉の推進主体を地域住民および福

祉関係者と規定し、これらの人々が総合的に地

域生活課題を把握し、その解決のため社会福祉

の支援関係機関につなげていく、ということで

ある。

　第２の地域福祉計画（第107条）の内容につ

いては、市町村が地域福祉計画を策定する際、

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉その他の各

分野に共通して取り組むべき事項、地域福祉活

動への住民の参加の促進に関する事項、包括的

支援体制の整備に関する事項などを記載するこ

とを求めている。

　第３の包括的相談支援体制の推進に関して

は、新たに第106条の２の条文で、児童福祉法、

母子保健法、介護保険法、障害者総合支援法、

子ども・子育て支援法等が定める各種の相談支

援事業の主体は、自らが担当する支援課題以外

の困難な地域生活課題を把握したときは、対応

できる支援関係機関に対しその生活課題の解決

に資する支援を求めることを規定した。また、

第106条の３では、「市町村は、地域住民等およ

び支援関係機関による地域福祉推進のため相互

協力が円滑に行われ、地域生活課題解決に資す
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る支援が包括的に提供される体制を整備するよ

う努める」ことを規定した。

４）伴走型支援への注目

　このように「地域包括支援体制」や「地域共

生社会」をつくり出すための議論や法整備が図

られてきているが、それらは主に市町村におけ

る体制づくりをめざすものである。しかし本稿

の冒頭に記した8050問題などの複合的な生活課

題をもった人々を支援していくには、個別・具

体的な支援方法の開発や支援に従事する人材の

養成も必要である。現在、厚生労働省に「地域

共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協

働の推進に関する検討会（地域共生社会推進検

討会）」が設置されており、その「中間とりま

とめ」９）が、2019年７月に出された。また、「地

域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化

を図る取り組みの推進のためのモデル事業も実

施されており（2018年度時点で151自治体）、こ

うした取り組みをもとに、次の制度改革へとつ

ながっていくであろう。

　地域共生社会推進検討会「中間とりまとめ」

では、複合的生活課題をもつ人への支援の方法

として「伴走型支援」に言及している点が注目

される。従来の社会福祉の分野別サービスは、

現金給付・現物給付という方法によってその分

野の課題解決を目的としてきた。伴走型支援と

は、支援者と生活課題をもつ本人が継続的につ

ながり、相互に関わりながら、本人と周囲との

関係を広げていく支援である。いわば、つなが

り続けることを目的とするアプローチであり、

本人の暮らし全体を捉え、その人生の時間軸も

意識しながら、継続的な関わりを行う相談支援

である。（「中間とりまとめ」ではそれを「手続

的給付」と呼んでいる）。伴走型支援は、生き

づらさの背景が明らかでない場合や、自己肯定

感・自己有用感が低下している場合、8050問題

など課題が複合化した場合、ライフステージの

変化に応じた柔軟な支援が必要な場合に特に有

効と述べている９）。「現行の現金・現物給付の

制度に加えて、専門職による伴走型支援と住民

同士のケア・支え合う関係性の双方を基盤とし

て、地域における多様な関係性が生まれ、それ

らが重なり合うことで、地域における重層的な

セーフティネットが構成されていく」と述べて

いる９）。

３．地域共生社会とSDGsに共通する
視点と条件

　SDGsと地域共生社会について論じてきたが、

両者に共通する視点とは何であろうか。それは、

持続可能な社会、そこに住む人々が安心して暮

らすことができる社会を創り出すという視点で

ある。社会的包摂と基本的人権の保障を推進す

ることがその基底にある。SDGsはグローバル

課題への対応を目標に設定しているが、それを

達成するためには各国や地域によるその特性に

合わせたローカルな取り組みも不可欠なもので

ある。わが国で地域共生社会を追求することは、

SDGsの取り組みの一部を構成しているとみな

すこともできるだろう。

　それでは地域共生社会とSDGsを追求するう

えで、共通する条件とは何であろうか。「１．

2030アジェンダ・SDGsの開始」で論じたこと

を踏まえると、①プラットフォームの活用、②

パートナーシップの形成、③ガバナンスの確立

の３つを挙げることができるだろう。
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　プラットフォームとは、特定の目標の達成に

向けて、立場の異なるさまざまな主体が、自由

に意見を交換し、情報や認識を共有していくこ

とができる場を意味している。対話の中から新

たな認識、新たな課題の発見や行動計画が発展

する。地域共生社会に関わるさまざまな主体が

地域には存在している。行政はもとより、さま

ざまな住民団体、NPOやボランティア団体が

あるだろう。保健・医療・福祉に関わる各種の

専門職団体や機関がある。商店、スポーツや文

化施設、学校、人々が働く場である民間企業や

農業等の産業もある。地域づくりには地域社会

を構成するさまざまな主体が参加できるプラッ

トフォームを形成し活用することが必要とな

る。地域包括ケアシステムを推進していくため

に、市町村が実施する地域支援事業の中には、

地域ケア会議、あるいは生活支援体制整備事業

の中で設置する第１層（市町村レベル）および

第２層（日常生活圏域レベル）の協議体といっ

た地域の関係者が集まる協議の場が規定されて

いる。こうした場を、地域づくりのためのプラッ

トフォームとして活用していくことも有用であ

ろう。

　パートナーシップとは、異なる主体どうしの

連携・協働を促進する信頼関係を意味している。

SDGsでは政府部門と民間企業および非営利組

織間のパートナーシップが必要であるのと同様

に、地域共生社会を実現するためには、さまざ

まな主体間のパートナーシップを形成する必要

がある。とくに市町村行政、社会福祉協議会等

の民間の組織、保健・医療・福祉の専門団体、

住民組織、当事者組織などのさまざまな主体間

のパートナーシップは重要である。単なる行政

から民間の組織・団体への情報伝達、業務の委

託、指導監督といった関係ではなく、パートナー

シップでは、相互に対等な立場で意見を述べ、

信頼関係を形成できることが重要である。パー

トナーシップ形成のためには一定のルールづく

りも必要になるであろう。

　ガバナンスとは、ひとつの組織体あるいは複

数の組織の集合体が、目標にそった行動計画を

適切に遂行・運営管理していく過程を意味して

いる。地域共生社会を創り出すという目標はさ

まざまな主体による協働を必要としているの

で、それらの主体総体のガバナンスを確立する

ことが重要となる。プラットフォームやパート

ナーシップを形成したうえで、さまざまな主体

が関与するローカルガバナンスを創り出すこと

が必要である。現在、自治体（市町村）の策定

する地域福祉計画、介護保険事業計画、障害福

祉計画など各種の行政計画、あるいは社会福祉

協議会が策定する地域福祉活動計画において、

策定過程にさまざまな主体が関わりながら、地

域共生社会に関連するさまざまな目標が議論さ

れ、その達成度を測るための数値目標も設定さ

れている。そうした計画の進捗管理を行いなが

ら、PDCAサイクルを動かしていくこともガバ

ナンスの一環である。

おわりに

　地域共生社会を実現していくには、行政と民

間の組織・団体とのパートナーシップの形成や

ローカルガバナンスの確立が条件となることを

述べた。しかしそれは自然発生的に成立するも

のではなく、それらを成立させるための行政側

のイニシアティブが必要である。また、地域共

生社会の実現には、多様な主体が関わることが
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連携・協働を促進する信頼関係を意味している。

SDGsでは政府部門と民間企業および非営利組

織間のパートナーシップが必要であるのと同様

に、地域共生社会を実現するためには、さまざ

まな主体間のパートナーシップを形成する必要

がある。とくに市町村行政、社会福祉協議会等

の民間の組織、保健・医療・福祉の専門団体、

住民組織、当事者組織などのさまざまな主体間

のパートナーシップは重要である。単なる行政

から民間の組織・団体への情報伝達、業務の委

託、指導監督といった関係ではなく、パートナー

シップでは、相互に対等な立場で意見を述べ、

信頼関係を形成できることが重要である。パー

トナーシップ形成のためには一定のルールづく

りも必要になるであろう。

　ガバナンスとは、ひとつの組織体あるいは複

数の組織の集合体が、目標にそった行動計画を

適切に遂行・運営管理していく過程を意味して

いる。地域共生社会を創り出すという目標はさ

まざまな主体による協働を必要としているの

で、それらの主体総体のガバナンスを確立する

ことが重要となる。プラットフォームやパート

ナーシップを形成したうえで、さまざまな主体

が関与するローカルガバナンスを創り出すこと

が必要である。現在、自治体（市町村）の策定

する地域福祉計画、介護保険事業計画、障害福

祉計画など各種の行政計画、あるいは社会福祉

協議会が策定する地域福祉活動計画において、

策定過程にさまざまな主体が関わりながら、地

域共生社会に関連するさまざまな目標が議論さ

れ、その達成度を測るための数値目標も設定さ

れている。そうした計画の進捗管理を行いなが

ら、PDCAサイクルを動かしていくこともガバ

ナンスの一環である。

おわりに

　地域共生社会を実現していくには、行政と民

間の組織・団体とのパートナーシップの形成や

ローカルガバナンスの確立が条件となることを

述べた。しかしそれは自然発生的に成立するも

のではなく、それらを成立させるための行政側

のイニシアティブが必要である。また、地域共

生社会の実現には、多様な主体が関わることが
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必要であるが、行政内部でもさまざまな部署が、

地域共生社会（あるいは地域包括ケアシステム、

地域包括支援体制）の実現に関わりをもってい

る。行政内部のそれらの部署が縦割りでバラバ

ラに事務をしていては、地域づくりにつながる

総合的施策を推進することはできない。その意

味では、市町村行政の内部にも、適切なガバナ

ンスを確立していくことが求められているとい

えるだろう。
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　「持続可能な開発目標（SDGs）」のめざす社

会を築くためには、持続可能な地域づくりが不

可欠である。そのためには、地域の担い手が育

つための「学び」が重要な役割を担う。その際

に、子どもたちを対象とした学校教育と、成人

を対象とした社会教育が重要な役割を担うこと

になる。本稿では、まず、持続可能な開発のた

めの教育（ESD）、学校教育、社会教育の概念

について触れて、ESDが岡山市で学校教育と社

会教育のなかで実践されていった経緯について

述べる。次に、2000年代初頭から岡山市におい

て展開された市民のESDに関する学習を基盤

として、2017年に同市が日本で初めてユネスコ

学習都市に認定された経緯について述べる。最

後に、2018年６月に「SDGs未来都市」に選定

された岡山市めぐって、今後どのような研究課

題があるのかについて示したい。

１．岡山市におけるESDと学校教育、
社会教育との関わり

　まず、本稿で出てくる言葉の定義について述

べておきたい。

　ESDとはEducation for Sustainable Development

の頭文字をとったもので、「持続可能な開発の

ための教育」と訳されている。2005年から2014

年まで「国連ESDの10年」が実施された。そ

こで、2013年11月の第37回ユネスコ総会および

2014年９月の第69回国連総会において「持続

可能な開発のための教育（ESD）に関するグ

ローバル・アクション・プログラム」が採択さ

れた。そして、国連ESDの10年の最終年にあ

たる2014年11月に、ユネスコと日本政府の共催

によって、名古屋市と岡山市で「ESDに関す

るユネスコ世界会議」が開催され、「あいち・

なごや宣言」と「岡山コミットメント（約束）

2014」が採択された。その内容については後述

するが、ここでは、コミュニティが、気候変動、

生物多様性、レジリエンス（跳ね返す力）、防 

災、食料と栄養の安全保障に関する教育を推進

できるよう、力の獲得を後押しする」ことが述

べられている。

　日本では2016年３月に、持続可能な開発のた

めの教育に関する関係省庁連絡会議で、ESDに

ついて「人類が将来の世代にわたり恵み豊かな

生活を確保できるように、気候変動、生物多様

性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大等、人類の

開発活動に起因する現代社会における様々な問

題を、各人が自らの問題として主体的に捉え、

身近なところから取り組むことで、それらの問

題の解決につながる新たな価値観や行動の変容

をもたらし、もって持続可能な社会を実現して

持続可能な開発目標（SDGs）と市民の学習
―ユネスコ学習都市・岡山を事例として―
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いくことを目指して行う学習・教育活動」（文

部科学省国際統括官付 2018：p. 4）ととらえて

いる。

　学校教育とは、学校教育法に基づく、幼稚園、

小学校、中学校、高等学校、大学、短期大学、

高等専門学校、支援学校等において行われる教

育をさす。日本ではESDの推進拠点としてユネ

スコ・スクール（UNESCO Associated Schools 

Network）が位置づけられている。2018年10月

現在1,116校ある。もともとユネスコ・スクー

ルは、ESDを実施する学校を意味していない

が、日本ではユネスコ・スクール＝ESD教育を

行う学校という図式ができあがっている。社会

教育とは、社会教育法に基づく、公民館、図書

館、博物館等で行われる教育をさす。本稿では

特に公民館や生涯学習センターにおける住民の

非定型的（non-formal）なSDGs学習との関わ

りが深い。

　ここで、岡山市がユネスコ生涯学習研究所に、

ユネスコ学習都市になるために作成した申請書

の中から、ESDの学習に関わる部分を引用して

みたい（赤尾 2018B：p. 35）。

◦2016年３月に策定された岡山市第６次総合計

画は、さまざまな挑戦に取り組むために、今

後10年間（2016−2025年）の目標と方向性を設

定している。本計画は、「学習都市」のコン

セプトと共通の基盤を多く共有している。そ

れは、持続可能な未来を実現するために考え

学び行動する人々を育成すること、市民の参

画と協働を通して市を発展させること、異な

る文化との交流を通して地域の伝統に基づく

新しい文化を創造すること、豊富な自然資源

を受け継ぐこと、活気に満ちた市に向かって

経済を発展させること、をねらいとしている。

◦教育はその目的を遂行するための鍵となる要

因であると認識される。特に、岡山市は学習

都市を建設するために「持続可能な開発のた

めの教育（ESD）」を集中的に促進してきた。

それは市民に持続可能な開発のライフスタイ

ルに向けての価値や態度を獲得する機会を提

供している。岡山ESD促進委員会は、48のさ

まざまな利害関係団体の協力のもとで2005年

に設立された。それはESDに関する国連地域

開発センターのコンセプトに同調する岡山市

役所を含んでいる。同委員会は、岡山ESDプ

ロジェクト・マスタープラン（2005−2014）

に沿って協働的にESDを促進してきた。同計

画に基づいて実施されたプロジェクトは、本

市の環境学習を豊かにすることに貢献する環

境保護、多文化共生、持続可能な生産・消費

のプロジェクトから広がっている。

◦岡山市は、定型教育（formal education）、非 

定型教育（non-formal education）、不定型教

育（informal education）において生涯学習

のための総合的な構造を提供している。例

えば、ユネスコのASP（Associated Schools 

Project）ネットワークに登録している51の

ユネスコ・スクールを含む学校もまた、持続

可能な社会の担い手を育成するためのESD

プログラムを実施している。中学校区に設置

されている市立公民館は、地域に基づいた

ESDを促進してきた。公民館は、幼児から高

齢者まで、集会や学習のためだけではなく、

地域のために行動する機会を提供している。

　このように岡山市では、学校教育、社会教育

で実践されてきたESD活動を中核として、それ

を市全体の総合計画へ発展させて、さらにユネ

スコ学習都市へと移行していく道筋が述べられ
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ている。

２．岡山市におけるESDの取組の経緯

　岡山市では、2000年代初頭から、学校教育と

社会教育双方において、持続可能な開発のため

の教育（ESD）の実践を盛んに行ってきた。市

内の小中学校では「総合的な学習の時間」で環

境学習に取り組んだ。同様に、市内の公民館に

おいても環境学習が取り組まれた。つまり、子

どもから成人に至るまで市内ではESDによる

学習が取り組まれた。

　同市では、2005年から持続可能な開発に向け

ての計画をスタートさせた。同市は、定型教育、

非定型教育、不定型教育が手を携えて、各家庭

や事業所におけるソーラーパネルの設置など、

バランスのとれた地域社会と環境の発展を推進

してきた。これは市民が容易に学習機会に近づ

くことを保障するだけでなく、経済や地域のエ

コシステムにも利益となる。

　同市では、「国連ESDの10年」への取組とし

て、2007年に「公民館サミット in 岡山」が開

催された。そして、2014年10月に、ESD推進の

ための公民館−CLC国際会議（注）が開催され、

「岡山コミットメント（約束）2014～コミュニ

ティに根ざした学びをとおしてESDを推進す

るために、「国連ESDの10年」を超えて～」が

採択された。

　同約束には15項目が挙げられている。そこで

は「コミュニティ間および問題解決の当事者同

士が『実践の共同体』を創り出し、地域および

国際社会における持続可能性に関する課題に対

応することができるよう、戦略的な連携を強め

維持する行動に共に取り組む（約束２）」こと

が挙げられている。そして、「ESDはフォーマ

ル教育、ノンフォーマル教育、インフォーマル

教育、偶発的な学びなど、あらゆる人のための

生涯にわたる、あらゆる場面での教育や学びで

あることが認識され、尊重される」社会教育に

あたる「ノンフォーマル教育と地域に根ざした

学びは、子ども、若者、成人が、個人あるいは

集団の行動を通じて、自分自身やコミュニティ

が変容する機会を提供する」と述べられている。

　岡山市立幼稚園は56園、保育所、認定こども

園、地域型保育事業は160を超え、小学校は89校、

中学校は38校、市立高校が１校ある。公民館は

37館あり、外国人のための日本語や障がい者の

ためのコンピュータ講座、減災リスクのための

地域での訓練など幅広い講座を提供している。

公民館は、近隣地区での市民参加を促進してい

る。（UNESCO Institute for Lifelong Learning 

2017：pp. 128−29）

　ここで再び、岡山市がユネスコ生涯学習研究

所で提出した申請書から、ESDに関連のある

個所を引用してみたい。（赤尾 2018B：pp. 35−

36）

◦岡山ESD促進委員会は、すべての利害関係者

を巻き込むために、ESDを実践している組織

間のネットワークと協力を促進し、それらの

活動を支援している。それは、補助金を与え、

育成、フォーラム、イベントを組織し、ESD

活動に関わるさまざまな利害関係者をモチ

ベートするために情報を公開する。

◦同委員会の代表者委員会は、その基本方針を

設定し、実行委員会は、どのようにそのプロ

ジェクトを運営するかを決定する。各委員会

は、市役所、教育施設、市民組織、メディア

会社など約20の組織から構成される。岡山市
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ている。

２．岡山市におけるESDの取組の経緯

　岡山市では、2000年代初頭から、学校教育と

社会教育双方において、持続可能な開発のため

の教育（ESD）の実践を盛んに行ってきた。市

内の小中学校では「総合的な学習の時間」で環

境学習に取り組んだ。同様に、市内の公民館に

おいても環境学習が取り組まれた。つまり、子

どもから成人に至るまで市内ではESDによる

学習が取り組まれた。

　同市では、2005年から持続可能な開発に向け

ての計画をスタートさせた。同市は、定型教育、

非定型教育、不定型教育が手を携えて、各家庭

や事業所におけるソーラーパネルの設置など、

バランスのとれた地域社会と環境の発展を推進

してきた。これは市民が容易に学習機会に近づ

くことを保障するだけでなく、経済や地域のエ

コシステムにも利益となる。

　同市では、「国連ESDの10年」への取組とし

て、2007年に「公民館サミット in 岡山」が開

催された。そして、2014年10月に、ESD推進の

ための公民館−CLC国際会議（注）が開催され、

「岡山コミットメント（約束）2014～コミュニ

ティに根ざした学びをとおしてESDを推進す

るために、「国連ESDの10年」を超えて～」が

採択された。

　同約束には15項目が挙げられている。そこで

は「コミュニティ間および問題解決の当事者同

士が『実践の共同体』を創り出し、地域および

国際社会における持続可能性に関する課題に対

応することができるよう、戦略的な連携を強め

維持する行動に共に取り組む（約束２）」こと

が挙げられている。そして、「ESDはフォーマ

ル教育、ノンフォーマル教育、インフォーマル

教育、偶発的な学びなど、あらゆる人のための

生涯にわたる、あらゆる場面での教育や学びで

あることが認識され、尊重される」社会教育に

あたる「ノンフォーマル教育と地域に根ざした

学びは、子ども、若者、成人が、個人あるいは

集団の行動を通じて、自分自身やコミュニティ

が変容する機会を提供する」と述べられている。

　岡山市立幼稚園は56園、保育所、認定こども

園、地域型保育事業は160を超え、小学校は89校、

中学校は38校、市立高校が１校ある。公民館は

37館あり、外国人のための日本語や障がい者の

ためのコンピュータ講座、減災リスクのための

地域での訓練など幅広い講座を提供している。

公民館は、近隣地区での市民参加を促進してい

る。（UNESCO Institute for Lifelong Learning 

2017：pp. 128−29）

　ここで再び、岡山市がユネスコ生涯学習研究

所で提出した申請書から、ESDに関連のある

個所を引用してみたい。（赤尾 2018B：pp. 35−

36）

◦岡山ESD促進委員会は、すべての利害関係者

を巻き込むために、ESDを実践している組織

間のネットワークと協力を促進し、それらの

活動を支援している。それは、補助金を与え、

育成、フォーラム、イベントを組織し、ESD

活動に関わるさまざまな利害関係者をモチ

ベートするために情報を公開する。

◦同委員会の代表者委員会は、その基本方針を

設定し、実行委員会は、どのようにそのプロ

ジェクトを運営するかを決定する。各委員会

は、市役所、教育施設、市民組織、メディア

会社など約20の組織から構成される。岡山市
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はESD推進課を設置し、同委員会の事務局を

担っている。それは、予算を確保しスタッフ

を配置している。

◦2016年７月現在、259の組織が同委員会に関

わり、ESDプログラムを実施している。そ

のなかには、研究・教育のための予算を有す

る大学、市民活動を促進する組織、企業の社

会的責任（CSR）活動を実施している各企業

が、自らの資源を使いながらESDプロジェク

トを支援している場合もある。

◦市民参画・協働を強化することは、学習都市

にとって枢要な要因でもある。2016年４月

に、市民協働促進条例が改正された。そして、

市民、市当局、更に他の利害関係者の協働を

通して諸問題を解決するためにESD市民協

働センターが設立された。

　上記のように、2000年代に入ってから岡山市

ではESDによるまちづくりが顕著になってき

た。そうした岡山市が、2017年には日本ではじ

めてのユネスコ学習都市に認定されたのである。

３．国連・持続可能な開発目標（SDGs）
の内容

　2015年９月25日、国際連合は総会で持続可

能な開発目標（SDGs）を採択した。まず、以

下に17の目標を示す。各目標の前半は日本語の

スローガン、後半は日本語訳と英語の原文であ

る。前半と後半には、微妙な意味の違いが看取

されることに注意したい。日本語のスローガン

は、オリジナルな内容がかなり省略されている

ことが看取されよう。

１．貧困をなくそう　「あらゆる場所で、あら

ゆる形態の貧困に終止符を打つ（End poverty 

in all its forms everywhere）」

２．飢餓をなくそう　「飢餓に終止符を打ち、 

食料の安定確保と栄養状態の改善を達成する

とともに、持続可能な農業を推進する（End  

hunger, achieve food security and improved 

nutrition and promote sustainable agriculture）」

３．すべての人に健康と福祉を　「あらゆる年 

齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉

を推進する（Ensure healthy lives and promote 

well-being for all at all ages）」

４．質の高い教育をみんなに　「すべての人に

包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生

涯学習の機会を促進する（Ensure inclusive 

and equitable quality education and promote 

lifelong learning opportunities for all）」

５．ジェンダー平等を実現しよう　「ジェンダー

の平等を達成し、すべての女性と女児のエンパ

ワーメントを図る（Achieve gender equality 

and empower all women and girls）」

６．安全な水とトイレを世界中に　「すべての

人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を

確保する（Ensure availability and sustainable 

management of water and sanitation for all）」

７．エネルギーをみんなに、そしてクリーン

に　「すべての人に手ごろで信頼でき、持続可

能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確

保する（Ensure access to affordable, reliable, 



自治体版SDGs

TOYONAKA ビジョン22　Vol.23　202028

特集特集

sustainable and modern energy for all）」

８．働きがいも経済成長も　「すべての人のた

めの持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、

生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

（Promote sustained, inclusive and sustainable 

economic growth, full and productive employment 

and decent work for all）」

９．産業と技術革新の基盤をつくろう　「強靭

なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産

業化を推進するとともに、技術革新の拡大を

図 る（Build resilient infrastructure, promote 

inclusive and sustainable industrialization and 

foster innovation）」

10．人や国の不平等をなくそう　「国内および

国家間の格差を是正する（Reduce inequality 

within and among countries）」

11．持続可能なまちづくりを　「都市と人間

の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

に す る（Make cities and human settlements 

inclusive, safe, resilient and sustainable）」

12．つくる責任、つかう責任　「持続可能な

消費と生産のパターンを確保する（Ensure 

sustainable consumption and production 

patterns）」

13．気候変動に具体的な対策を　「気候変動

とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取

る（Take urgent action to combat climate 

change and its impacts）」

14．海の豊かさを守ろう　「海洋と海洋資源

を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能

な形で利用する（Conserve and sustainability 

use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development）」

15．陸の豊かさも守ろう　「陸上生態系の保護、 

回復および持続可能な利用の推進、森林の持続

可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止

および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を

図る（Protect, restore and promote sustainable 

use of terrestrial ecosystems, sustainability 

manage forests, combat desertification, and 

halt and reverse land degradation and halt 

biodiversity loss）」

16．平和と公正をすべての人に　「持続可能な 

開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、

すべての人に司法へのアクセスを提供する

ともに、あらゆるレベルにおいて効果的で

責任ある包摂的な制度を構築する（Promote 

peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all 

and build effective, accountable and inclusive 

institutions at all levels）」

17．パートナーシップで目標を達成しよう　

「持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、

グローバル・パートナーシップを活性化す

る（Strengthen the means of implementation 

and revitalize the global partnership for 

sustainable development）」
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sustainable and modern energy for all）」

８．働きがいも経済成長も　「すべての人のた

めの持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、

生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

（Promote sustained, inclusive and sustainable 

economic growth, full and productive employment 

and decent work for all）」

９．産業と技術革新の基盤をつくろう　「強靭

なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産

業化を推進するとともに、技術革新の拡大を

図 る（Build resilient infrastructure, promote 

inclusive and sustainable industrialization and 

foster innovation）」

10．人や国の不平等をなくそう　「国内および

国家間の格差を是正する（Reduce inequality 

within and among countries）」

11．持続可能なまちづくりを　「都市と人間

の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能

に す る（Make cities and human settlements 

inclusive, safe, resilient and sustainable）」

12．つくる責任、つかう責任　「持続可能な

消費と生産のパターンを確保する（Ensure 

sustainable consumption and production 

patterns）」

13．気候変動に具体的な対策を　「気候変動

とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取

る（Take urgent action to combat climate 

change and its impacts）」

14．海の豊かさを守ろう　「海洋と海洋資源

を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能

な形で利用する（Conserve and sustainability 

use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development）」

15．陸の豊かさも守ろう　「陸上生態系の保護、 

回復および持続可能な利用の推進、森林の持続

可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止

および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を

図る（Protect, restore and promote sustainable 

use of terrestrial ecosystems, sustainability 

manage forests, combat desertification, and 

halt and reverse land degradation and halt 

biodiversity loss）」

16．平和と公正をすべての人に　「持続可能な 

開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、

すべての人に司法へのアクセスを提供する

ともに、あらゆるレベルにおいて効果的で

責任ある包摂的な制度を構築する（Promote 

peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all 

and build effective, accountable and inclusive 

institutions at all levels）」

17．パートナーシップで目標を達成しよう　

「持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、

グローバル・パートナーシップを活性化す

る（Strengthen the means of implementation 

and revitalize the global partnership for 

sustainable development）」
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　上記17の目標は、次の3群の持続可能性と関

わっている。

目標6 . 7 . 13. 14. 15＝環境的持続可能性

目標1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 10. 11. 16＝社会的持続可能性

目標8 . 9 . 12＝経済的持続可能性

目標17はすべてに関わる。

　また、これらの17目標の下位に、169のター

ゲットがあり、さらに約230の指標（indicators）

が位置づいている。このようにしてみると、岡

山市ではESDの学習に多くの市民が参加して

きたように、環境的持続可能性と社会的持続可

能性に重点が置かれてきたといえよう。

４．2017年第3回コーク会議での報
告から

　2017年９月に、アイルランドのコーク市で、

ユネスコ第３回学習都市に関する国際会議が開

催された。同会議の全体テーマは、「グローバ

ルな目標、地方の行動 ―2030年におけるすべ

ての人のための生涯学習に向けて―」（Global 

goals, local actions: Towards lifelong learning 

for all in 2030）であった。参加国は80カ国、

参加都市は108都市であった。日本から参加し

たのは、岡山市副市長、岡山市ESD推進課職

員３名、文部科学省職員１名と筆者の計６名で

あった。2015年に国連において持続可能な開

発目標（SDGs）が採択され、各都市において

SDG4（教育）とSDG11（持続可能なまちづくり）

が必須項目となった。本会議では、これからユ

ネスコ学習都市になっていこうとしている各都

市におけるその進捗状況が報告された。

　同会議のサブテーマ1は、「生涯学習は、地

方レベルで、「持続可能な開発の目標」（SDGs）

の 遂 行 を ど の よ う に 支 援 す る か 」（How 

Lifelong Learning Supports the Achievement 

of the Sustainable Development Goals at 

Local Level）であり、その趣旨は次のとおり

であった。

　「生涯学習と学習の発展は、SDGsの遂行に

とって決定的である。私たちは、それを満たす

というグローバルな協議事項（agenda）を有

している。私たちは、SDGsは究極的に、地方

の目標であることを知っている。私たちはま

た、貧困と不平等の問題に取り組み、健康と教

育サービスが提供され、エコシステムが守ら 

れ、人権が保障されるのは、地方レベルである

ことを知っている。）

　このセッションでは、どのようにして生涯学

習をローカルな行動計画に統合するかについて

議論された。これは次のような問題を含んでい

る。「SDGsを遂行するうえで、生涯学習が果た

す役割は何か？」「どのようにして、各都市は、

生涯学習をとおして特殊な開発の挑戦に取り組

んでいくのか？」「SDGsを遂行するために、生

涯学習に実行させるローカルな行動計画の主要

な要素は何か？」（UIL 2017；pp. 31−32）である。

　最終的には次のことが明らかになった。「貧

困や不平等といった特殊な開発に関わる挑戦

は、生涯にわたる、生涯に広がる、生涯で深まっ

た学習の結合によってなされうる。」「ローカル

な行為者、都市間ネットワークの発達、ローカ

ルな地域社会との密接な協力は、SDGsを遂行

するための基本である。」（UIL 2017：p. 32）

　ここでは、生涯学習がSDGsを遂行するため

の手段になっていることが看取されよう。

　同会議のサブテーマ２は、「都市の持続可
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能な未来を保障するために、統合されたガバ

ナンスと、複数の利害関係者の協働を促進す

る」（Promoting Integrated Governance and 

Multi-stakeholder Partnerships to Ensure the 

Sustainable Future of Cities）で、その趣旨は

次のとおりであった。

　「生涯学習が開発の挑戦に取り組むのを促進

するためには、伝統的な部門に基づくガバナン

ス構造を廃し、あらゆる側面において持続可能

な開発のための抜本的かつ部門を拡大するアプ

ローチとしての学習を採用するために、複数の

部門による計画と行動を促進することを要す

る。」

　このセッションから明らかになったのは、 

「学習が教育部門に関わるだけでなく、都市計

画、工学、家族、雇用、健康などに関する部

門にまたがり、それが根本的な原則とならな

ければならない」ということである。「多様な

利害関係者によるパートナーシップは、成功す

るうえで重要であり、その成功は効果的な統合

による。したがって、どの利害関係者を特殊な

SDGsを遂行するうえで巻き込まなければなら

ないのか、どのようにして巻き込むかについて

理解することが必要となる。統合されたガバナ

ンスを構築するためには、より広い政治的環境

と、どこへSDGsが進んでいくのか、何がSDGs

の発展に影響を与える政治経済システムであ

るのかを理解することが重要である。」（UIL 

2017：p. 35）

　ここで注目したいのは、学習都市建設に際し

て、教育行政だけでなく、総合行政的な取組が

必要であることを示唆している点である。各学

習都市の建設には、総合計画との整合性や、教

育行政と首長部局との協働が必要になってくる

ことが示唆されている。

　同会議のサブテーマ3は、「持続可能な開発

のための地方の行動のインパクトの遂行と計

測についての成功する方法」（Successful Ways 

of Implementing and Measuring the Impact of 

Local Actions for Sustainable Development）

である。このセッションでは、「生涯学習が持

続可能な開発を成功裡に実現することを確実に

するためには、ローカルな挑戦、目標、目的を

提示する生涯学習の政策と戦略が必要である。

その影響と結果については、何ができて何がで

きなかったかについてモニターし、評価・省察

される必要がある。さらに、ローカルなモニター

が、定義された行動の筋道をとおして拡大され

る必要がある」（UIL 2017：p. 37）ことが明ら

かにされた。ここでは、人々の生涯学習がどの

ように各都市のローカルなSDGsの遂行に貢献

しているかを、行政が測定しようとしているこ

とがわかる。

５．今後の研究課題

　本稿で扱う一番大きな問題は、ESDとSDGs

との関係性である。両者はうまく調和するので

あろうか。筆者の見解では、両者は必ずしも調

和しないと考えられる。

　ESDは、SDGsのなかの社会的持続可能性や

環境的持続可能性に関わる目標とは重なってい

るが、経済的持続可能性に関わる目標とは距離

がある。永田佳之は、ESDのエッセンスを共有

する教育の諸課題について、次のような図を掲

げている。ここでは、ジェンダー教育、平和教

育、人権教育、環境教育、福祉教育、多文化共
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する教育の諸課題について、次のような図を掲

げている。ここでは、ジェンダー教育、平和教
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よる社会の経済成長への貢献は希薄であること

がわかる。（図参照）

　文部科学省は両者の問題については、次のよ

うに述べている。

　「SDGs全体では、それぞれの目標が独立した

ものではなく、相互に関係し、時には相反する

価値を追求することもあります。そのような中

で教育もまた、独立した目標ではなく、むしろ、

『教育がすべてのSDGsの基礎』であり、『すべ

てのSDGsが教育に期待』している、とも言わ

れています。特に、ESDは持続可能な社会の担

い手づくりを通じて、17全ての目標の達成に貢

献するものです。2017年12月の国連総会決議で

は、ESDが『質の高い教育に関する持続可能な

開発目標に不可欠な要素であり、その他全ての

持続可能な開発目標の実現の鍵』であることが

確認されました。」（文部科学省国際統括官付、

日本ユネスコ国内委員会 2018：p. 5）

　しかしこれは、やや強引な解釈ではないだろ

うか。なによりも、ESDとSDGsを予定調和的

にとらえていこうという楽観性が看取されよ

う。この問題は、SDGsの17の目標間の力関係 

や、１つの目標の内部における力関係とも関

わっているのである。そうした点の検討を抜き

にして、ESDとSDGsが調和的であるという結

論を下すことはできないのである。

目標6 . 7 . 13. 14. 15＝環境的持続可能性

目標1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 10. 11. 16＝社会的持続可能性

目標8 . 9 . 12＝経済的持続可能性

　現在の日本社会で、これら３群の持続可能性

のなかで政府によってもっとも重視されている

のは、経済的持続可能性である。さらに言えば、

経済成長、つまり目標８である。だがここでも、

この目標８内部の要素における葛藤関係につい

ても見抜いていく必要があろう。

8．働きがいも経済成長も　「すべての人のた

めの持続的、包摂的かつ持続可能な経済成

長、生産的な完全雇用およびディーセント・

ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を

推 進 す る（Promote sustained, inclusive and 

sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all）」

　ここには、３つの要素が含まれている。「経

済成長」と「完全雇用」と「ディーセント・ワー 

ク」（真正の仕事）である。しかし、それらは

必ずしも整合しない。新自由主義的な経済の中

では、ディーセント・ワークとはいえない非正

規労働に従事する人々が増えている。つまり、

日本社会の経済成長は、非正規労働によって遂

行されようとしているのである。

　「完全雇用」といっても、そこには安価な賃

ESDの
エッセンス

多文化共生教育

福祉教育
　　教育

環境教育

人権教育

平和教育

ジェンダー教育

開発教育

多文化共生教育

福祉教育
　　教育

環境教育

人権教育

平和教育

ジェンダー教育

開発教育

図　ESDのエッセンスを共有する学習の諸課題
出所：永田（2010：p. 108）をもとに作成。
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金で働く非正規雇用と、十分な賃金をもらう

ディーセント・ワークとしての正規雇用の格差

が内包されているのである。私たちは、案外こ

うしたことを考えることなく、素朴にSDGsを

称賛しているだけなのではないだろうか。

　第２の問題は、SDGsによるまちづくりは、社

会教育における学習だけが担える問題ではない

ことである。教育行政の枠を超えた総合行政的

な取り組みが必要となってくるのである。ユネ

スコの学習都市構想を展開していくうえで、市

長部局と教育委員会との関係はどうなっている

のか、双方の利害の葛藤と力関係を見抜いてい

く必要があろう。岡山市では市長部局のESD推

進課の力が教育委員会よりも強い。これは岡山

市がユネスコ学習都市になるために申請書類を

作成したのは、前者であり、後者はそれに協力

を求められたという関係性である。今後、ユネ

スコの学習都市が、日本の市町村で増えていく

過程での、生涯学習行政が教育委員会から離れ

て市長部局の主導の下で総合行政化していくこ

とも考えられよう。

　第3の問題は、2018年６月15日に、岡山市が

内閣府から「SDGs未来都市」に選定されたこ

とに伴う。それは、「新たなマーケットやビジ

ネスモデルの創出」「健康寿命の延伸と社会保

障費の抑制」「ESDを活用した市民活動の活性

化、市民の活躍の場の創出」に関する取組を提

案した結果である。これまで「持続可能な開発

に向けての教育」（ESD）を中心に学習都市づ

くりをしてきたが、これからどのような変容が

起こるであろうか。2000年代初頭から積み重

ねられた環境的持続可能性に力点が置かれた

ESD中心の都市づくりの色彩は、徐々に薄まっ

ていくことが懸念されよう。

　今日、そうした懸念が現実となりつつある。

ユネスコ学習都市・岡山市が変容しつつある。

2018年７月第一版策定の「岡山市SDGs未来都

市計画」では、2030年のあるべき姿の実現に向

けた優先的ゴールが次のように掲げられている。

目標８　市内の就業者数

目標３　生活習慣の改善　児童の救急搬送件数

目標８　就労・社会参加に関わった高齢者の人数

目標11　公共交通や自転車利用を心がける市民

目標４・17　ESDプロジェクト参加者数

　岡山市では、優先的ゴールのなかで、市民の

就業が第１に掲げられ、高齢者に働いていただ

くことが上位に来ており、ESDプロジェクトは

下位に置かれている。筆者の懸念が的中してい

るようにみえる。今後の岡山市の統治について、

ESDとSDGsの関係性を中心に、さらにフィー

ルドワークを継続しながら見守っていく必要が

あるように思われる。

（注）CLCとは、Community Learning Center

の略である。
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１．はじめに

　2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」

にて採択された「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」で示されたSDGs（Sustainable 

Development Goals; 持続可能な開発目標）は、

緩やかにしかし着実に我々の意識と行動に変革

の波をもたらしている。我が国では、2016年５

月に内閣総理大臣を本部長とする「持続可能

な開発目標（SDGs）推進本部」の設置が閣議

決定され、SDGsにかかる施策が次々と検討さ

れた。2019年６月に策定された「拡大版SDGs

アクションプラン 2019」では、SDGs活動指針

の一つとして「SDGsを原動力とした地方創生、

強靱かつ環境に優しい魅力的なまちづくり」が

示され、これまでの地方創生の推進において

SDGsが主要なキーワードとして位置づけられ

ている（SDGs推進本部、2019）。

　地域社会の維持・再生を目的としたSDGsの

達成には、それを担う人材が必要不可欠であ

る。これはESD（Education for Sustainable 

Development; 持続可能な開発のための教育）

として位置づけられ、SDGsの達成を支える重

要な基盤づくりの一つとして注目され、これま

でさまざまなプロジェクトが展開されている。

　持続可能な社会を支える人材育成を目的とし

た効果的な教育プログラムとは何か。本稿で

は、国内外で積極的に行われているさまざまな

ESDプロジェクトに着目しながら「多様なス

テークホルダーの知見を活かした双方向の学び

と実践の場」の重要性を提案したい。

　本稿は５つの章で構成される。第２章では

ESDの意義と現状を概説した後、第３・４章

ではそれぞれ高等教育・研究機関および地域の

多様なステークホルダーによるESDに対する

取り組みの現状と課題を整理／考察する。終章

では新たな人材育成システムに対するインプリ

ケーションを示す。

２．ESDの意義とその目的

２−１　SDGsにおける教育機関の役割

　2012年６月、ブラジル・リオデジャネイロで

開催された「国連持続可能な開発会議（リオ＋

20）」から議論が始まったSDGsは、2015年９月

の「国連持続可能な開発サミット」にて採択さ

れた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

の中で、2030年までの国際社会がめざすべき強

く具体的な決意として示されている。

　SDGsは、基本的に2015年を達成期限とする

MDGs（Millennium Development Goals; ミレ

ニアム開発目標）で未達の目標を達成するた

SDGs達成に必要な人材育成システムとは
～ESDへの取り組みに対する一提案
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めの目標として位置づけられるが（外務省、

2016）、17の目標、169のターゲットで構成され

るSDGsは、MDGsに比べより広範かつ包括的

なものである１）。SDGsについてはさまざまな

批判もあるが（Vilalta et al., 2018）、国際社会

がともに手を携え解決していかなければならな

い社会課題を改めて共有し、抜本的な社会変化

の必要性を再確認させるという点では、SDGs

は一定の成果を挙げていると考えられる。

　本稿では、SDGsの具体的内容の説明につい

ては割愛するが、SDGsでは教育に関する目標

が明示されたことがMDGsとは異なる特筆すべ

き特徴の一つである。「すべての人々に包摂的

かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する（目標４）」ことが目標の一つ

とされ、さらに、高等教育については「2030年

までに、すべての人々が男女の区別なく、安価

で質の高い技術教育、職業教育、および大学を

含む高等教育への平等なアクセスを得られるよ

うにする（ターゲット4.3）」ことが求められて

いる（United Nations, 2015）２）。大学を含む高

等教育機関は、単に「包摂的で公正な質の高い

教育」に対する平等なアクセスの確保だけでは

なく、他のSDGsの達成を実現するために必要

な人材育成を担う存在として特に注目されてい

る。これは、高等教育機関が①公正な学術研究

等を通じて中立的な立場で社会と関わることが

できる（Vilalta et al., 2018）ことに加え、②地

域の多様なステークホルダーをつなぐことがで

きるハブ機能を有することによると考えられ

る。また近年、働き方改革の推進によって「働

きながら学ぶ」「さらなる専門知識／技術を身

につける」教育システムの一つとして「リカレ

ント教育」が注目されている。リカレント教育

を提供する立場にある高等教育機関には「学び

たいときに学ぶことのできる機会」を創出し、

次世代を担う新たな人材育成システムの構築が

強く求められていると言えよう。

２−２　ESDの目的と現状

　SDGs達成を担う人材育成は、従来からESD

プロジェクトとして推進されてきた３）。ここで

の人材育成とは、持続可能な未来をめざし行動

することのできる思考力や分析力を身につける

ことを意味する（UNESCO, 2019 a）。換言すれ

ば、持続可能社会の実現に資する専門的知識の

修養だけではなく、新たな価値観や（地域）社

会に対する「当事者意識」を醸成する機会が求

められているのである。我々は、あくまでも

ESDは「持続可能性“について”学ぶ」ことで

はなく、「持続可能性“のために”学ぶ」こと

を目的としている点に留意すべきである。

　現在、ESDの取り組みはUNU-IAS（United 

Nations University Institute for the Advanced 

Study of Sustainability; 国連大学サスティナ

ビリティ高等研究所）が主導的に行っている。

2003年、UNU-IASは環境省からの支援を受け、

２つのESDプロジェクトを始動させる（UNU-

IAS、2019）。これが①高等教育・研究機関

の国際的な学術ネットワークProSPER.NET

（Promotion of Sustainability in Postgraduate 

Education and Research Network; アジア太平

洋環境大学院ネットワーク）と②地域における

マルチステークホルダーのネットワークRCE

（Regional Centres of Expertise for Education 

on Sustainable Development）の構築である。

①は、高等教育・研究機関を中心とした専門的

な教育・研究プログラムの蓄積とその実践によ
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る「教育の質の向上」を目的とする一方、②

は、地域のマルチステークホルダーの連携によ

るESDの充実／推進をめざすものである。この

２つの戦略について次章で分析を行う。

３．高等教育・研究機関によるESDの
取り組み

３−１　ProSPER.NETの果たす役割

　ProSPER.NETは、アジア太平洋地域に位置

する主要大学・研究機関で構成された教育・研

究ネットワークを指す。各機関で培われた持続

可能な開発およびESDに関連する分野での専

門教育・研究に関する知見を構成員で共有する

ことで、より有益かつ革新的な教育・研究プロ

グラムの開発およびその実践につなげることを

目的としている。2018年10月現在、ProSPER.

NET加盟機関は46を数え、我が国ではUNU-

IASを含む15の大学が加盟している（表１参 

照）４）。人材育成という立場からは、加盟機

関の大学院生を対象としたSDGs達成に必要な

ツールと専門的知識を身につけるための「若手

研究者スクール（Young Researchers’ School）」

の 実 施 や リ ー ダ ー シ ッ プ 研 修（Leadership 

Programme）などを実施している（UNU-IAS、

2018）。加盟機関の一つである北海道大学は、

新たな大学評価システムの開発を目的とした

「ESD大 学 評 価 事 業（Alternative University 

Appraisalプロジェクト）」を８つの高等教育機

関との協働のもと主導している（北海道大学、

2019）。すなわちProSPER.NETでは、より高度

なスキルを有する専門家／技術者の育成プログ

表１．ProSPER.Net加盟大学・機関一覧（2018年10月時点）
国名（加盟数） 大学・機関名

日本（15） 中部大学，北海道大学，法政大学，岩手大学，慶應義塾大学，京都大学，宮城教育大学，
名古屋大学，立教大学，信州大学，岡山大学，国連大学サスティナビリティ高等研究所

（UNU-IAS），東北大学，東京大学，横浜国立大学
タイ（5） アジア工科大学院，チュラロンコン大学，キングモンクット工科大学トンブリー校，

マヒドン大学，プリンス・オブ・ソンクラー大学
インドネシア（5） バンドン工科大学，アンダラス大学，ガジャ・マダ大学，インドネシア大学，インドネシ

ア教育大学
オーストラリア（4） グリフィス大学，ロイヤルメルボルン工科大学，クイーンズランド工科大学，西シドニー

大学
中国（3） 中国科学院瀋陽応用生態研究所，同済大学，精華大学
マレーシア（2） マレーシア科学大学，マレーシア工科大学
スリランカ（2） ペラデニア大学，スリジャヤワルダナプラ大学
フィリピン（2） アテネオ大学，フィリピン大学
その他（8） イースト・ウエスト・センター（アメリカ（ホノルル）），キルギス国立大学（キルギス共

和国），南洋理工大学・南洋環境水処理研究所（シンガポール），モンゴル国立大学（モン
ゴル），TERI大学院大学（インド），南太平洋大学（フィジー），ベトナム国家大学ホーチ
ミン市校（ベトナム），延世大学校（韓国）

出典） Members of ProSPER.Net http://prospernet.ias.unu.edu/about-prosper-net-page/current-members（2019年
10月８日アクセス）より筆者作成。
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る「教育の質の向上」を目的とする一方、②

は、地域のマルチステークホルダーの連携によ

るESDの充実／推進をめざすものである。この

２つの戦略について次章で分析を行う。
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門教育・研究に関する知見を構成員で共有する

ことで、より有益かつ革新的な教育・研究プロ

グラムの開発およびその実践につなげることを

目的としている。2018年10月現在、ProSPER.

NET加盟機関は46を数え、我が国ではUNU-

IASを含む15の大学が加盟している（表１参 

照）４）。人材育成という立場からは、加盟機

関の大学院生を対象としたSDGs達成に必要な

ツールと専門的知識を身につけるための「若手
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2018）。加盟機関の一つである北海道大学は、
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関との協働のもと主導している（北海道大学、
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ゴル），TERI大学院大学（インド），南太平洋大学（フィジー），ベトナム国家大学ホーチ
ミン市校（ベトナム），延世大学校（韓国）

出典） Members of ProSPER.Net http://prospernet.ias.unu.edu/about-prosper-net-page/current-members（2019年
10月８日アクセス）より筆者作成。
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ラムの充実をめざしていることがわかる。

３−２　ユニツイン／ユネスコチェアの果たす

役割

　国際連合の教育科学文化機関であるユネス

コが主導する「ユニツイン／ユネスコチェア

プログラム（the UNITWIN/UNESCO Chairs 

Programme）」は、高等教育・研究機関の国際

的なネットワーク構築プログラムである。この

ネットワークを通じて高度な人的・物的資源を

結集することで、地域課題解決に有益な研究活

動の推進とともに、教育および研究の質的向上

が意図されている（UNESCO, 2017）。

　ユネスコチェアとは、ユネスコの事務局長お

よびユネスコチェアを提供する機関の長との間

の協定調印をもって正式に認定された高等教

育・研究機関を指す５）。当該機関およびユネス

コによって優先されるべき専門性の高い社会課

題の分野に対して、本プロジェクトを主導する

責任者（チェアホルダー）のもと、さまざまな

機関や地域を巻き込んだ新たな教育カリキュラ

ム・研究プログラムの実施が認定要件となる。

2019年９月30日現在、全世界で773のユネスコ

チェアが登録されており（UNESCO, 2019 a）６）、

日本では９つの大学が認定されている（表２参

照）。

　ユニツインは、複数国にまたがる高等教育・

研究機関によるネットワークとユネスコとの間

の協定であり、2019年９月30日現在、全世界で

46のネットワークが存在している（UNESCO, 

2019b）。日本では京都大学、広島大学がユニ

ツインプログラムを実行し、国際的な連携／協

働プロジェクトを実施している（表２参照）。

　先述のProSPER.NETと同様、ユネスコチェ

ア／ユニツインプログラムも留学生や研究者を

志す大学生など、高度な知識や技能を求める特

定の層をターゲットとした「教育の質的向上」

をめざすものであると言えよう。

３−３　高等教育・研究機関主導による人材育

成システムの限界

　ProSPER.NETおよびユニツイン／ユネスコ

チェアプログラムのような、国を越えた高等教

育・研究機関の有機的なネットワークを通じて、

高度な知識や技術が集約／共有されることで持

続可能な社会を実現するための教育・研究の質

的向上が推進されるシステムは、優秀な「スペ

シャリスト」を育成するという点では非常に効

果的な取り組みである。しかしその一方で、各

プロジェクトは、基本的に従来の教育プログラ

ムに則った形がほとんどであり「思考の転換を

もたらす革新的な教育」といった点では不十分

であると言わざるを得ない。

　持続可能な社会の実現を担う人材育成の重要

性が高まるなかで、高等教育機関において何を

どのように教えるべきかなど、その教育プログ

ラムの是非について、近年海外では活発な議

論が展開されている（Adomßent et al., 2014; 

Kang and Xu, 2018）。ここでの議論に共通す

るのは、現在の高等教育機関における教育プ

ログラムの抜本的改革の必要性である。高等教

育機関においては、専門知識のみならず、将来

を予見する力、複雑化する社会の中での責任あ

る行動力、社会課題を主体的に捉えることので

きる力などを涵養する機会の提供が重要である 

が７）、現行のカリキュラムや評価基準では、

次世代で活躍する人材の育成システムとして

は限界があること、そのシステムの導入に対
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し消極的な高等教育機関が少なからず存在す

ることなどが指摘されている（Barth et al., 

2007; Sterling and Scott, 2008; Shephard, 2010; 

Sterling, 2010; Boni et al., 2016）。これは、高

等教育機関における教育プログラムにおいて抜

本的なパラダイムシフトが必要であることを意

味する。この改革の推進には明確なリーダー

シップと組織横断的なコンセンサスの形成が重

要であることが指摘されているが（Meredith 

and Stubbs, 2014）、それ以上に、高等教育機

関が「どのような人材を社会に輩出すべきか」

を示すディプロマポリシー（学位授与方針）と

現行の教育プログラムとの整合性を再確認した

うえで、当該機関の人材育成システムをより充

実かつ社会ニーズに対応させることを目的とし

た、さまざまなステークホルダーとの連携強化

をより強く推進すべきであろう。大学教育と社

会で求められる力とのギャップが叫ばれて久し

表２．日本におけるユネスコチェア／ユニツインプログラム一覧（2019年4月時点）
大　学　名＊1 プロジェクト名 概　　要

　ユ
ネ
ス
コ
チ
ェ
ア

埼玉大学 環境・社会基盤開発工学ユネ
スコ講座

埼玉大学大学院留学生に対する開発途上国の開発に必要
な教育・研究指導

立命館大学 ユネスコチェア国際研修「文
化遺産と危機管理」

途上国の行政・研究機関の実務家を対象とした文化遺産
保護／防災危機管理に関する国際研修プログラム

岡山大学 持続可能な開発のための教育
と研究に関するユネスコ講座

持続可能な社会を創造するスキルを備えた人材育成を目
的とした国際的なESDの理解と実施のためのシステム構
築

筑波大学 遺産保護における自然と文化
の連携

アジア・太平洋地域における自然と文化の連携にかかる
国際的な研究教育プラットフォームの構築

神戸大学 ジェンダーや脆弱性に配慮し
た減災対策

ジェンダー平等や特殊ニーズをキーワードとする減災に
関する国際的な共同研究，教育・訓練，情報提供

京都大学 水・エネルギー・災害に関す
るユネスコチェア

水およびエネルギーさらにそれらに関わる災害，環境，
生態系，食料などの問題を学際的系統的に学ぶことので
きる大学院生教育コースの提供

島根大学 地球環境災害軽減ユネスコ
チェア

地球環境災害軽減に関する大学院教育，研究および国際
的な学術交流

長岡技術科学大学 技学SDGインスティテュート エンジニア教育の根幹にSDGsを据えることによる工学
系高度化教育プログラムの更なる達成

大阪大学 グローバル時代の健康と教育 社会的不平等に起因する健康格差，健康格差に起因する
社会的格差の縮小に向けた新しい教育デザインの模索お
よび国際的な研究・教育・実践ネットワークの構築

　ユ
ニ
ツ
イ
ン

京都大学 斜面災害・水災害に関する研
究・教育ネットワーク

35カ国60機関が参加する「社会と環境に資する斜面・水
関連災害のリスク管理に関するUNESCO/KU/ICL共同
計画」を実施し、大学院レベルの人材育成、国際共同研
究等を推進する

広島大学 教育開発のためのアフリカ・
アジア大学間ネットワーク

アフリカ12カ国16大学、アジア８カ国14大学との「教育
開発のためのアフリカ・アジア大学間対話」を通じた、
教育開発のための国際共同研究や教員・学生交流

＊1 大学は認定順に記載。
出典） 文部科学省（2019）より筆者作成。
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い。ESDがめざすように、今後は社会にソフト

ランディングできるような人材育成がより強く

求められると考える。

４．マルチステークホルダーネットワー
クによるESDの取り組み

４−１　統合的な課題解決アプローチの重要性

　SDGsでは社会課題が細分化されているが、

これらはいずれも単独で存在するのではなく、

それぞれが重層的に相関している。また、ある

地域でのアクションが他地域に影響を及ぼす可

能性を勘案すると、グローバルな視点からの思

考も必要であろう。このように多様な主体や社

会的状況が複雑に絡み合う地域社会が抱える課

題を解決するためには、地域社会を構成するさ

まざまなステークホルダーとの連携／協働が必

要不可欠であり、「マルチステークホルダー・

プロセス」はこれを効果的に行うための手段の

一つである。

　マルチステークホルダー・プロセスとは「平

等代表性を有する３主体以上のステークホル

ダー間における、意思決定、合意形成、もしく

はそれに準ずる意思疎通のプロセス」と定義さ

れる（内閣府国民生活局企画課、2008）。これ 

は、利害関係の有無に関わらず、参加するすべ

てのステークホルダーが対等な立場で意見共有

／交換ができる場であり、これによって複雑な

社会課題を解決するための糸口を模索、地域社

会にとっての最適解を導くことが可能となると

考えられる。このプロセスをESDの場に実践的

に導入したプロジェクトがRCEである。

４−２　RCEの動向

　RCEとは、国連大学が認定するESDを推進

する組織である。2005年６月に名古屋で開催

された国連大学ユネスコ会議（UNU-UNESCO 

Conference on Globalization and Education for 

Sustainable Development）にて、世界で７つ

のRCEが承認されて以降８）、2018年12月時点で

168のRCEsが各地域に根ざした活動を行ってい

る（Global RCE Network, 2019）。RCEはその

地域を代表するESD拠点の一つとして、フォー

マル／ノンフォーマル教育との連携等を通じて

質の高い教育機会の提供および新たな教育プロ

グラムへの提案を行うプラットフォームとして

位置づけられる。

　RCEの認定要件は、主に①マルチステーク

ホルダーの参画／協働システム、②活動の具体

的なビジョン、③明確かつ透明性の高い組織の

ガバナンスシステム、④活動における資源活用

方法および活動実績、を有することである。ま

た、地域のさまざまなステークホルダーが連帯

感を持ち、円滑なコミュニケーションが可能な

コンパクトな範囲でのネットワークづくりが

求められていることも特筆すべき特徴である

（UNU, 2018）。定期的に開催されるグローバル

RCE会議（Global RCE Conference）や地域会

議（Regional Conference）等を通じて、さま

ざまな国々で活動するRCEとの情報共有／意

見交換の場も提供されているが、あくまでも

RCEは地域でのESD活動を担う一拠点として

の役割が大きい。

４−３　国内におけるRCE活動

　2019年10月現在、日本では７つの地域（北海

道道央圏／仙台広域圏／横浜／中部／兵庫・神
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戸／岡山／北九州）を拠点としてRCEが活動

している（表３参照）。

　RCE北海道道央圏協議会は、北海道の石狩・

日高振興局、空知・胆振・後志総合振興局に位

置する21市42町７村を活動エリアとする組織で

ある。「これまでとは違うやり方、違う分野、

違う地域に一歩踏み出すこと」に取り組む「プ

ラス１原則」を掲げ、①生物多様性の保全と回

復、②気候変動への対応、③エネルギーの開拓

の歴史の振り返りと持続性の確保、④人口減 

少・少子高齢化・グローバル化に適応する地域

づくり、⑤持続可能な産業と暮らしの安心安全

の確保、⑥先住民族との公正な関係づくり、と

いう6つの課題に取り組んでいる。2019年１月

には、道内の高校生を対象に持続可能な世界・

北海道に関して特に興味関心を持つ物事を探求

し、その成果をまとめたポスターを集めた「持

続可能な世界・北海道　高校生ポスターコンテ

スト発表会＆交流会」を北海道大学大学院環境

科学院との共催で実施するなど、若者に向けた

SDGsに関する意識啓発事業を積極的に実施し

ている。

　仙台広域圏ESD・RCE運営委員会は、４つ

の地域（仙台、大崎・田尻、白石・七ヶ宿、気

仙沼）で各地域課題に取り組むESDネットワー

クの統括組織として位置づけられる。本委員会

は、宮城教育大学が活動の核となり、各地域で

の実践活動の報告会「学びあいセミナー」を定

期的に開催し、情報共有を図っている。

　環境教育や環境活動に関わる団体を中心とし

た横浜RCEネットワークには、国連大学をは

じめ多くの大学が加盟しているという点に特徴

がある。2010年２月には大学生を中心にRCE

横浜若者連盟が創設され、2011年からは環境活

動を行う学生団体の交流を目的とした「横浜学

生環境活動コンテスト ハマコン」が実施され

るなど、学生団体や環境団体との交流が積極的

に行われている。

　中部ESD拠点協議会は、伊勢・三河湾流域

圏（伊勢湾と三河湾に注ぎ込む河川の流域全 

体）に位置する愛知県、岐阜県、三重県を活動

エリアとする、自然・経済・社会の諸課題の解

決に向けた人材育成を目的とするネットワーク

である。2016年度からは20〜30代の若者を対象

とした、サスティナビリティに関する政策を座

学／フィールドワークを通じて学ぶ講座「中部

サステナ政策塾」を実施しており、ポリシーメー

カーの養成に貢献している。

　ESD推進ネットひょうご神戸は、これまで地

域でさまざまな団体が実施してきたESD活動

を取りまとめ、それらを広く情報発信する一方

で、これらの団体の「活動現場」に参加を促す

「ESDスタディツアープログラム」を実施して

いる。神戸大学国際人間科学部では、本プログ

ラムの運営がグローバル・スタディーズ・プロ

グラムの研修型プログラムの一つに位置づけら

れるなど、大学の教育プログラムとの連携が図

られている。

　岡山市では2014年９月30日に「持続可能な開

発のための教育の推進に関する条例（市条例第

128号）」が制定、施行された。この条例では、

市、教育機関、市民および市民団体、事業者の

責務／役割が明文化され、国内外の地域と連携

しながら全市でESD活動を推進することが定

められている。この条例により、岡山ESD推進

協議会が推進する「岡山ESDプロジェクト」に

は約300ものステークホルダーが参加しており、

環境保全だけではなく、多文化共生、まちづく
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環境保全だけではなく、多文化共生、まちづく
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特集特集

り、伝統文化の継承など、さまざまな分野の取

り組みが積極的に行われている。2015年度から

実施されている「ESD岡山アワード」は、国内

外における優れたESDの取り組みを表彰する

ものであり、2018年度は34ヶ国68件の応募の中

から２件のグローバル賞が、岡山県内の活動７

件から２件の岡山地域賞が選出されている（お

かやまESDなび、2019）。

　北九州ESD協議会は、2016年３月に策定さ

れた「北九州ESDアクションプラン」に基づ

き、環境改善等への取り組みの歴史を踏まえ、

市民が主体となり、身近な生活や地域の中にあ

る課題解決に取り組むことによる「持続可能な

ESD活動」をめざしている（北九州ESD協議

会、2016）。2013年に中心市街地に開設された

「北九州まなびとESDステーション」がESD活

動拠点として、またさまざまなステークホル

ダーをつなぐプラットフォームとして重要な役

割を担っていることは特筆すべき特徴の一つ

である９）。協議会会員間の交流や市民へのESD

／ SDGsの周知を目的とした「ツキイチの集い」

や協議会の広報を担うブランディングプロジェ

クト等、一部のプロジェクトでは、北九州市立

大学地域創生学群の「ESDプロモート実習」を

履修する大学生がサブコーディネーターの役割

を担うなど、若者が積極的かつ円滑にESDに取

り組むことのできるシステムづくりが構築され

ていると言えよう。

４−４　マルチステークホルダーネットワーク

によるESD活動の可能性

　日本におけるRCEの活動を概観すると、ど

の地域においても若年層を中心に、活動の裾野

を広げる取り組みを積極的に行っていることが

うかがえる。神戸や北九州で見られるような、

高等教育機関が提供するいわゆる「フォーマル

教育」との有機的な連携も、若者の参加意欲を

高めることにつながる。また、これらの取り組

みを通じて地域活動の担い手不足を解消すると

いう副産物も期待できよう。

　多様なステークホルダーの集結は、さまざま

な知見やノウハウが結集することを意味し、こ

れらが充分に活用されることが、実践的かつ有

益なESDの推進につながる。RCEへの会員数

の増加に伴い、参加者らが対等な立場で意見共

有／交換ができる場の確保が困難になる危険性

も否めない。コーディネーターとしての役割を

担う大学や行政は、積極的な異業種／異分野交

流を行い、ステークホルダーを有機的につなぎ

ながら、適切かつ十分なアクセシビリティが

確保されるような工夫をするよう注意すれば、

ESD活動の幅をさらに広げることができるで

あろう。

５．おわりに

　私たちがめざすべき「質の高い教育」とは何

か。体系的な教育プログラムに基づくより高度

な専門性／技術力を持つ人材育成は必要不可欠

である一方で、自分とは異なる価値観や思考を

受容・理解したうえで、社会課題に対して果敢

に挑戦できる人材の育成は、新たな教育プログ

ラムがめざすべき目標であると考えている。

　大学教育の抜本的改革の中でめざすべきは、

「多様なステークホルダーの知見を活かした双

方向の学びと実践の場」の提供である。国や地

域、年齢や立場を超えた人々による双方向の学

びと実践的な交流は、参加者らがSDGsの達成
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に寄与する人材へと成長する機会となる。

　甲南大学では、2018年度から朝日新聞社と

もに「関西湾岸SDGsチャレンジ」を立ち上げ、

本学が包括連携協定／就職支援協定を締結して

いる５つの市（神戸市、堺市、徳島市、和歌山

市、岡山市10））がそれぞれ抱える社会課題の解

決策を地元の高校生と大学生らが導くという取
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るだけではなく、これからのまちづくりに強く
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【注】
１） MDGsでは、貧困と飢餓の撲滅や乳幼児死亡率の削減
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2019）。その後、2002年の第57回国連総会にて、2005
〜2014年を「国連持続可能な開発のための教育の10年
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る。
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Sustainable Development）が、ProSPER.NETと同様
の組織として位置づけられる。33カ国53の大学・組織
が加盟している（What is UE4SD?. https://platform.
ue4sd.eu/what_is_ue4sd.php 2019年10月 ８ 日 ア ク セ
ス）。

５） ユネスコチェアおよびユニツインを設置できるのは
大学またはその他の高等教育機関に限定されている

（UNESCO, 2017）。
６） ユネスコチェア登録機関数が最も多い国はスペイン

（65機関）であり、ロシア（62機関）、フランス（35機関）、
イタリア（29機関）と続く（UNESCO, 2019a）。

７） ここでの「機会」とは、単に大学で定められた教育カ
リキュラム（フォーマル教育）にとどまらず、教育の
成果目標が設定されていない、意図しない中での学
び（インフォーマル教育）や大学での課外活動などカ
リキュラム化された教科以外の場における学び（ノン
フォーマル教育）を意味する。これらの定義の詳細に
ついてはOECD（2010）を参照。

８） 最初に承認された、バルセロナ（スペイン）、仙台広
域圏（日本）、岡山（日本）、太平洋島嶼国、ペナン（マ 
レーシア）、ライン・ミューズ流域圏（オランダ・ベ
ルギー・ドイツ）およびトロント（カナダ）の７つの
RCEは「イニシャル・セブン」と呼ばれる（UNU-IAS, 
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西南女学院大学、西日本工業大学、九州栄養福祉大学、
九州工業大学）共同の地域活動拠点として設立された。

10） 岡山市との連携は岡山県との就職支援協定の中で行わ
れている。
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令和元年度（2019年度）
第７回自治体シンクタンク研究交流会議を開催しました

会議概要

・日程：令和元年（2019年）11月８日（金）、９日（土）

・場所：豊中市千里文化センター「コラボ」

・全体テーマ：「SDGsから読み解く ～これからの自治体シンクタンクに求められる政策形成能力とは～」

・参加者：23団体（１日目　38人、２日目　35人）

・プログラム

11月８日（金）13：00〜17：00【１日目】

２日目終了後にエクスカーションを実施

11月９日（土）９：30〜12：00【２日目】

　自治体シンクタンク研究交流会議は、全国の自治体シンクタンク関係者が集まり、その在り方
や共通課題の改善方策などについて知見を共有し、気付きと励ましのネットワークを作りあげる
ことを目的に開催されています。
　当会議は平成25年度に始まり、これまで新潟県上越市、滋賀県草津市、埼玉県戸田市、長崎県
佐世保市、埼玉県春日部市、栃木県宇都宮市において開催されてきました。
　第７回目である今年は、豊中市が開催自治体となり、11月８日、９日の２日間、豊中市千里文
化センター「コラボ」（豊中市新千里東町）において会議を開催しました。なお、次回は東京都
港区での開催に決定しました。本稿では、会議の概要を紹介します。

◆自治体シンクタンクとは
令和元年度現在、全国に約50程度の自治体シンクタンクと呼ばれる組織があるといわれています。
自治体内部に設置される組織もあれば、外郭団体として設置される団体もあり、組織形態・業務
内容は各団体によって異なりますが、概ね共通するのは、各自治体の課題解決に向けた調査研究
及び政策提言、政策形成能力向上に向けた取組みを行っている点です。

自治体シンクタンク研究交流会議
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【１日目】
○基調講演
　「SDGsの達成に向けて自治体シンクタンクに
期待される役割とは～横浜市における環境先進
都市への挑戦の軌跡からの考察～」
講演：元横浜市温暖化対策統括本部長
　　　元横浜市環境未来都市推進担当理事
　　　株式会社エックス都市研究所 理事

信時　正人さん

　横浜市での取組みを中心に、豊富な事例を通
じて、SDGs推進における具体的な方策につい
てお話いただきました。

（講演内容の抜粋）
・SDGsの目標達成には、各地域としてのまち

づくりや、施策展開のストーリーが大切で
ある。

・また、自治体の内部においては、「横ぐし機能」
が必要であり、部分最適のこなす仕事から、
目標値を置いて創り出す仕事へ転換していく
バックキャスティングの視点が重要である。

・自治体シンクタンクには、まちづくりのス
トーリー展開や庁内での横ぐし連携をサポー
トする役割が期待される。

○豊中版SDGsワークショップ
（進行）
オフィステイクエー　赤塚丈彦さん／コミュニ

ティファシリテーション研究所　廣水乃生さん
／ NPO法人とよなかESDネットワーク　上村
有里さん・荒川降太朗さん
　前半はSDGsカードゲームを実施し、ゲーム
を行う中でSDGsの理念について体感しました。
後半は講演とディスカッションを通じてより深
い気付きと学びを得ました。

○講評（要旨）（１日目）
自治体シンクタンク研究交流会議アドバイザ
リーボード（立命館大学専門職大学院経営管理
研究科長・教授）肥塚　浩さん
・本日の講演、豊中版SDGsゲームを通して、「ト

ランスフォーム（変革、変態）」、「バックキャ
スト（理想の姿から考える視点）」というキー
ワードがSDGsを考えるうえで、共通して重
要だと感じた。

・いくつかの自治体とお付き合いしている中で
感じるのは、仕事を進めるうえで、部分最適
はしっかりされていが、「全体最適」、「横ぐし」
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を進めることが難しいという点である。しか
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・多種多様な自治体シンクタンクがある中、存
在感の議論においては、それぞれの設立経過
や特徴に応じたあり方をふまえることが大切
である。

・色々なパターンの人材配置があるが、自治
体シンクタンクで仕事をする職員にとって 

「研究のマネジメントをどう進めていくか」
という視点が非常に重要である。

・短期的には、研究成果が政策化されることが
存在感・認知度の向上において必要であるが、
さらに、中長期的な視点を持ち、20～30年後
の様々な分野の課題をどう捉えるかという 
ことを発信していくことが、存在意義の向上
につながると感じる。

・本日は、様々な取組みの成果について意見交
換がなされたが、このような機会を通じて、
今後も是非、情報交換・交流を活発に行って
いただきたい。実際に訪問して現地を見る 
ことで得るものも大きいので、可能であれば、
自治体シンクタンクを相互に訪問していた 
だくことも良いと思う。

○豊中市長・閉会挨拶

　皆さま、お疲れ様でございます。豊中市長の
長内でございます。
　２日間、実り多き議論、出会いがあったかと
思います。
　本会議のテーマは「気付きと励ましのネット
ワーク」であるとお聴きしています。励まし
は、どなたにもしていただくことができますが、 
皆さま、「気付き」は、ありましたでしょうか。 

「うちの市はできていない」という気付きもあれ
ば、「うちの市はできている」あるいは「トップ
を走っている」という気付きもあったかと思い
ます。
　本会議が、そういった気付きの機会となり、

第７回自治体シンクタンク研究交流会議参加者の皆さん
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励まし、情報共有ということが来年にもつな
がっていくことになればと思います。どうぞ、
今後も、本会議を皆さま方の知見とネットワー
クに活かしていただければと思います。

○エクスカーション
（進行）
千里ニュータウン研究・情報センター（ディス
カバー千里）共同代表　太田博一さん
同センター　田村清晴さん、道願守男さん
　日本初のニュータウンである千里ニュータ
ウンを散策し、ニュータウンの再生現場や 
交流の場のあり方を見学しました。
　会場の千里コラボにて千里ニュータウンの
概要説明の後、新千里東町の特徴の一つで 
ある歩行者専用道路（小・中学校、近隣セ
ンター、公園などのまちの主要施設を結ぶ、 
車に出会わない歩行者路）を約１時間かけて

自治体シンクタンク研究交流会議運営要領（抜粋）

（交流会議）
第２条　交流会議開催の目的は次のとおりである。

（1）自治体シンクタンクの在り方や共通課題の改善方策等について関係者が得た知見を共有する
こと

（2）自治体シンクタンクの組織運営能力および政策形成能力の向上を図ること
（3）学習と交流を通じて気付きと励ましのネットワークをつくること

（交流会議の参加メンバー）
第３条　交流会議参加メンバーは、自治体シンクタンクを有しているか発足を予定ないし関心が
ある自治体関係者、学識経験者等とする。

（交流会議の実施）
第４条　交流会議の実施は次のとおりとする。

（1）交流会議は年１回開催する。
（2）交流会議開催のため、交流会議開催自治体は交流会議実行委員会を組織する。
（3）実行委員会はアドバイザリーボードの助言を受けつつ、開催プログラム案を作成し、関係自

治体等に案内する。
（4）交流会議参加メンバーは、事前アンケート、当日司会等の円滑な運営を図るため、積極的に

協力する。
（令和元年（2019年）11月９日現在）

歩きました。
　散策中も活発な質疑応答・意見交換が行わ
れ、集合住宅の建替えやコミュニティのつ
ながりの希薄化に関する課題とともに、千
里ニュータウンが「歩いて暮らせるまち」で 
あることを参加者の皆さんに実感していた 
だく機会となりました。
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◆研究所の活動◆（主なもの）

○調査研究活動

　市の持続的な発展と計画的な市政の推進に資するため、市を取り巻く社会経済活動の変動を見据えな
がら、中長期的視点に立った都市政策に関する調査研究を行っています。
　令和元年度（2019年度）は下記の３つのテーマで研究を行っています。

・豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅱ
・豊中市における女性の就労に関する調査研究Ⅰ
・政策形成における自治体シンクタンクの役割に関する調査研究

●研究会・勉強会等
　・〔７月〕関西・自治体シンクタンク情報交流会参加（於　大阪市）　　２人
　・〔７月〕ISFJ日本政策学生会議参加（於　大阪大学）　　１人
　・〔８月〕自治体学会参加（於　堺市）　　１人
　・〔８月〕堺都市政策研究所　視察（於　堺市）　　２人
　・〔８月〕ISFJ日本政策学生会議参加（於　同志社大学）　　１人
　・〔11月〕自治体シンクタンク研究交流会議開催（於　豊中市）
　・〔12月〕上越市創造行政研究所　視察（於　新潟県上越市）　　１人
　・〔12月〕草津未来研究所　視察（於　滋賀県草津市）　　１人

○普及啓発事業

　豊中市政資料やまちづくり、行政経営など、都市政策全般に関わるさまざまな文献データや関係機関
の資料などを収集し、市民や市職員に提供しています。また、他の自治体や大学機関からの視察なども
あり、意見交換、勉強会などの交流も行っています。
令和元年（2019年）の意見交換会等

・〔２月・５月・10月・12月〕大阪大学公共政策研究会
・〔11月〕とよなか地域創生塾水曜定例会での講座「単身世帯の生活に関する調査研究」（聴講10人）

○データバンク事業

　都市政策、地方自治に関する文献や資料を収集しています。蔵書リストはホームページで公開しており、
市民や職員へも貸出しています。（令和元年（2019年）12月現在で、書籍約2,170冊、雑誌約2,520冊を所蔵）

○人材育成事業

　市職員の政策形成能力の向上を図る取り組みや、大学インター
ンシップ生の受け入れを行っています。短期間にもかかわらず、
インターンシップ生が関心のあるテーマについて調査研究を行
い、成果を発表しました。

・令和元年度（2019年度）インターンシップ生の受け入れ２人
　（関西大学・同志社女子大学） 写真１　ヒアリングするインターンシップ生

平成31年・令和元年（2019年）（１月～12月）活動報告
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◆調査研究報告会の開催◆
　　（総務部人事課との共催事業）
目　　的：平成30年度（2018年度）に実施した調査研究の報告を行い、

都市政策に関する問題や本市の抱える課題等について市
民や職員の認識を深め、市民の市行政に対する理解と市
職員の政策形成能力を高める機会とします。

日　　時：令和元年（2019年）５月31日（金）　９：30～12：00
　　　　　令和元年（2019年）５月31日（金）　14：30～17：00
　　　　　（同じ内容で２回開催）
場　　所：市役所別館３階　研修室
参加人数：110人（職員 87人、市民・市議会議員等 23人）

【研究報告１】「豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅰ」� 研　究　員　　比嘉　康則

　近年、全国的に壮年期（30～50歳代）の単身世帯の増加が見られます。世帯形成は個
人の自由の範疇ではあるものの、単身者は高齢期に生活リスクを抱えやすいとも指摘さ
れています。今後の予測と政策的な対応に向け、壮年期の単身世帯の現状や展望につい
ての調査研究を行いました。
　２年研究の１年目にあたる平成30年度（2018年度）は、国勢調査などの既存の統計資
料をもとに、豊中市の単身世帯の量的な動向を把握しました。また、壮年期の豊中市民
を対象に実施した質問紙調査にもとづき、単身世帯の生活リスクに注目した分析を実施
しました。

【研究報告２】「豊中市の地域自治組織に関する調査研究」� 研　究　員　　熊本　伸介

　少子高齢化が急速に進むなか、地域社会における互助やつながりの重要性が指摘され
ています。豊中市では長く行政主導で領域別・世代別に多くの地域団体が設けられてき
た結果、地域を包括して課題解決にあたることが難しい状況にあります。
　７年前に立ち上がった「地域自治組織」は、住民が主体的に地域自治を進めていく新
たな仕組みであり、行政側も地域の課題に総合的に対応するための体制を整えてきまし
た。組織の立ち上げに至るまでのコミュニティ政策の歴史を振り返るとともに、今後の
地域自治組織の活動を進めていく上で参考となる他市等の先進事例を報告しました。

【研究報告３】「とよなか都市創造研究所の活動検証と自治体シンクタンクのあり方に関する調査研究（中間報告）」
� 前主任研究員　　大平　晃子

　とよなか都市創造研究所は、中長期的視点に立った調査研究を実施する自治体シンク
タンクという性質上、研究所の外からはその事業内容が見えにくい面があります。当研
究所の人材育成機能や調査研究機能を市民や市職員に周知していくことが、これらの機
能をより市政に生かす方策と思われます。今回は、前身の豊中市政研究所設立から数え
て22年が経過した当研究所の歴史とこれまでの活動の振り返りを報告しました。

【令和元年度（2019年度）とよなか地域創生塾（第２期）活動報告】� 主　　　任　　松田　泰郎

　「とよなか地域創生塾」では、企画力や実践力を身に着けることをめざし、ワークショッ
プ形式の授業や空き家のリノベーション実習などを加えた全20回のカリキュラムを組み
ました。
　第２期目の主な活動内容を報告し、ここで育った塾生をはじめとする地域人材と協働
していく地域づくりを考えました。

写真２　報告会の様子
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１．「とよなか地域創生塾」とは
　地域課題の解決を実践する人材育成を目的とする、学習と実践のプログラムを提供する学びの場です。修
了した人が地域の魅力づくりや課題解決に取り組むことで、地域の未来を創造していくことをめざします。

２．開設準備から開校まで
　「とよなか地域創生塾」は、平成27年度に「（仮称）とよなか大学院」として創設の検討を始め、平成28
年度には開設準備を行い、平成29年２月開催のプレ事業の際に名称を「とよなか地域創生塾」に改めまし
た（開設に至る経緯は『TOYONAKAビジョン22 Vol. 20』に掲載）。
　平成29年度の第１期は25人、平成30年度の第２期は23人、令和元年度の第３期は20人の申し込みがあり
ました。塾の企画・運営は、有限会社協働研究所に委託しました。

３．「とよなか地域創生塾」の特徴
（1）活動に必要な知識・技術を学ぶ講座やワークショップ、活動を実施・検証する実習を通して実践に結

びつけることを重視したカリキュラムを設定します。
（2）さまざまな地域団体やNPOなど地域活動の担い手との交流の機会を提供し、ネットワークづくりを支

援します。
（3）専門スタッフが相談・助言を行い、修了後も引き続き活動の継続・発展を支援します。

４．「とよなか地域創生塾」カリキュラム構成について
　令和元年度のカリキュラムは、５月から翌年２月までの10か月、基礎編５回、企画づくり編７回、調査
編３回（うち１回は公開講座）、リノベーション編２回、公開講座（理論編）３回の合計20回です。

（1）基礎編
　カリキュラム前半の基礎編では、多様なワークショップを取り入れなが
ら地域活動をする上で欠かせないコミュニケーションの基礎づくりを行い
ました。

（2）企画づくり編
　企画づくり編は、グループで地域の魅力づくりや課題解決に向けた事業計
画書を作成しました。グループワークを中心に、企画づくりの情報収集する
ため各グループでヒアリングやフィールドワークを行いました。練り上げた
企画は、カリキュラム最後の公開プレゼンテーションの場で発表しました。

（3）調査編
　地域の課題解決・魅力づくりに必要な「地域資源の活用」について講義
形式で学び、さらに豊中市南部地域をケーススタディとして地域資源を探
索し、活用について学びました。

（4）リノベーション編
　リノベーション編は、平成30年度に１階
部分をリノベーションした空き店舗の２階
を使って南部地域の拠点づくりのリノベー
ションに取り組みました。リノベーション
物件は、塾生の企画づくりの場所やイベン
ト会場として活用しました。また、令和元
年７月からは「とよなか縁結実（えんゆう
み）」と名付けられ、市の「地域の交流・
支え合いの場づくり推進事業」の拠点とし
て活用されています。

令和元年度（2019年度）

とよなか地域創生塾活動報告

ワークショップの様子

フィールドワークの様子

リノベーション後リノベーション前
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（5）公開講座（理論編）
　地域活動をする上で必要となる知識の吸収を目的とした理論編は座学中心で、無料の公開講座を開催
しました。各回20人前後の一般参加者にも参加していただきました。

５．．令和元年度カリキュラム概要

＊上記カリキュラムのほか学びを深め、交流の機会を提供するため次のオプション企画を実施しました（任
意参加）。

　「とよなか地域創生塾」専用ホームページ： http://toyonaka-souseijuku.org/
　執筆者：松田泰郎（豊中市都市経営部とよなか都市創造研究所 主任）

日　時 内　　　　容
５月18日 開校式とオリエンテーション（基礎編）※

６月１日 地域の課題を考える（基礎編）
　　講師：とよなかESDネットワークの皆さん

６月15日 リノベーション概論（リノベーション編）
　　講師：出町慎さん（SAJIHAUS代表）、飛田敦子さん（CS神戸事務局長）

６月22日 リノベーション実習（リノベーション編）
　　講師：SAJIHAUS代表・出町　慎さん、関西大学佐治スタジオ室長・植地　惇さん

７月６日
公開講座

「市民目線のSDGs：健康で幸せな地域社会の創造」（理論編）
　　講師：関西大学社会学部教授・草郷孝好さん 他

７月20日 課題設定ワークショップ（企画づくり編）
　　講師：とよなかESD ネットワークの皆さん

８月３日
コミュニケーション論（基礎編）
　　講師：大阪大学産学共創本部特任助教・鈴木径一郎さん
　　　　　大阪大学産学共創本部特任研究員・森本誠一さん

８月24日 グループづくりと企画づくり（企画づくり編）※
９月７日
公開講座

「地域の課題解決・魅力づくりとまちづくり」（理論編）
　　講師：京都市まちづくりアドバイザー・谷　亮治さん 他 

９月28日
コミュニケーション実習（基礎編）
　　講師：大阪大学産学共創本部特任助教・鈴木径一郎さん
　　　　　大阪大学産学共創本部特任研究員・森本誠一さん 

10月19日
（台風のため

10月12日から延期）
講義とグループ活動（企画づくり編）※

10月26日
公開講座

「磨こう！地域資源の発掘力 ―見える資源・見えない資源のみつけ方―」（調査編）
　　講師：一級建築士事務所状況設計室代表・山下香さん 他

11月２日 地域資源の活用」のためのフィールドワーク（調査編）
　　講師：地域で活動する団体 他

11月16日 ヒアリング・フィールドワーク（企画づくり編）※
11月30日
公開講座

「地域の魅力づくりとアートの力」（理論編）
　　講師：豊中市立文化芸術センター、日本センチュリー交響楽団・柿塚拓真さん

12月14日
12月15日

（２コマ）
企画づくりと中間発表（企画づくり編）※

令和２年
１月18日 公開プレゼンの準備・拠点活用（企画づくり編）※

２月１日 公開プレゼンテーションと３年間のまとめの研究会（企画づくり編）※
２月22日 まとめと修了式（基礎編）※

※の回のファシリテーターは、森本誠一さん 及び とよなかESDネットワークの皆さん

水曜定例会 実施日：５月22日より月２回・水曜日18：30〜20：00ごろ（終了後交流会）
話題提供者：市民団体、学識経験者、事業者、市職員、塾生等
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機関誌「TOYONAKA ビジョン 22」

創刊号 都市自治体運営と政策形成
―その課題と展望―

（平成 10年）[840円]

第 2号 次代を見据えた都市計画づくり
（平成 11年）[840円]

第 3号 地域単位の政策－計画－まちづくり
（平成 12年）[840円]

第 4号 危機に直面する都市財政再生へのシナリ  

オ
（平成 13年）[840円]

第 5号 ニュータウン解体新書    
（平成 14年）[840円]

第 6号 子どもと大人
―孤立から新しいつながりへ―          

（平成 15年）[840円]

第 7号 子どもと大人
―少子化時代の小児医療と母子保健への提言―          

（平成 16年）[840円]

第 8号 地域コミュニティの構築
（平成 17年）[1000円]

●特集に際して…白岩正三 ●21 世紀のコミュニティ…大久保
昌一

●学校現場から見た「家庭」と「地域」…利根安彦 ●豊中の教

育コミュニティ活動…桑高喜秋 ●教育コミュニティづくりと

は…渥美公秀 ●家庭が直面する苦悩…長谷川真知子 ●地域

の力で未来の宝を育てる…弘本由香里

●公民分館がつなぐ人の絆…水谷徳子 ●ひがしまち街角広場

の挑戦…赤井直 ●人財が生み出すコミュニティ…上村正美

●地域福祉時代到来と社会福祉協議会…勝部麗子 ●出会いの

場の提供をめざして…永田良昭

●地方分権時代に生き残る…跡田直澄 ●変わろう、変えよう、

とよなか…野村淳一 ●「市民の声」をどう活かすか…長坂吉忠

●真のパートナーシップ構築をめざして…田中逸郎 ●みんな

で行う町の評価を、みんなのまちづくりへ…伊丹康二 ●改革時

代に羽ばたく人材の育成…足立佐知子

●ＫＧＲＣと市政研究所との包括協定による地域研究・政策研究

…加藤晃規 ●シンポジウム「こどもたちの声がきこえますか」

…土井博司

第 9号 自然災害と向き合う
（平成 18年）[1000円]

●自然災害とどう向き合うべきか…大久保昌一

●まちの診断と評価から始まる防災まちづくり…吉川仁

●危機回避行動を活用した防災対策…中川雅之 ●先人の知恵

に学ぶ水害対策…石垣泰輔 ●災害時の人の意識と行動パター

ンを知る…木村玲欧

●市政研究所講座まちづくり講・交・考 暮らしの中の「生活防

災」…梅田幸治／矢守克也 ●阪神・淡路大震災の語り部…田村

勝太郎 ●大震災以後の消防・救急体制…古山巌 ●自主防災組

織の設立と運営…半田光範 ●災害時要援護者の安否確認事業

●シンポジウム「地域づくりに新たな風を」…白岩正三

第 10号 分権改革と自治
（平成 19年）[1000円]

●分権改革の方向について…大久保昌一

●地方自治を問い直す…阿部昌樹 ●地方分権時代の自治 市民

自治に向けて…北村亘

●豊中まつりの刷新と運営を通じて…福本茂行 ●とよなか未

来会議に参加して感じた地域活動の課題…伴野多鶴子 ●自治

会の設立に取り組んで…山根義時 ●市民の目から見た自治基

本条例と検討委員会…菅原宏 ●自治基本条例の制定と市政の

課題…福田雅至／玉富香代

●創立 10 周年を記念して…大久保昌一 ●豊中市政研究所との

連携による地域研究・政策研究の経緯と展望…加藤晃規 ●事務

局の活動のなかで…平尾和 ●市行政から見る市政研究所とそ

の活動…奥田至蔵 ●豊中市政研究所 10年の歩み

第 11 号 分権時代における都市の自律とガバナ

ンス
（平成 20年）[1000円]

●自治体財政ガバナンスの課題…新川達郎 ●変革期における

地方自治体の財政的自律性…北村亘 ●二元代表性とガバナン

ス…待鳥聡史 ●都市の自律における新たな公共の担い手とし

ての NPOの役割…阿部圭宏 ●市民社会と地域づくり…坂本治

也 ●都市の自律と限界…西山隆行

●地域政策の視点と自治の仕組みづくりに向けて…田中逸郎

●政策案の供給と組織内シンクタンクの課題…吉澤秀一

第 12号 地方分権下の自治体政策
（平成 21年）[1000円]

●自治体は 90 年代以降の変化にどう対応してきたか？…松並潤
●地方分権改革と都市計画の展開―現状と課題―…北原鉄也

●分権改革下における公立病院改革―なにが問題なのか―…宗

前清貞 ●分権改革下のNPO・市民社会―NPOの役割と自治体
とのかかわり―…西出優子 ●地方分権改革後の自治体教育政

策の展開…村上祐介 ●環境政策の戦後と地方分権…森道哉

●新たな支え合いの構築と公民協働のあり方―コミュニティソ

ーシャルワーカーの役割について―…勝部麗子 ●地方政府の

会計改革とその成果―『東京方式』と『総務省方式』の比較分析

―…李敏揆

●持続可能な地域づくりのために…上村有里 ●地域文化資源

の活用に向けて―交流の場づくり―…山田廣次

●キャリアデザインを活用した市職員の人材育成…保井大進

●地方自治体の都市情報の分類構造―「分類することによる理解」

をめざす都市情報データベース―…村山徹 ●地方分権と日本

の基礎自治体…城戸英樹

第 13号 持続可能な地方自治
―中長期的な仕組み作り―

（平成 22年）[1000円]

●自治の視点から見た「新しい公共」と地域公共人材の資格シス

テム…富野暉一郎 ●地域資源：オンパク手法を活用した地域開

発…三好皓一・石丸久乃 ●持続可能な循環型社会…小幡範雄

●地方債改革と自治体―今後の市場による規律付けに向けて―

…砂原庸介 ●地方分権下の中核市制度―大津市の中核市移行

より―…久保俊夫・上野隆平・杉江正 ●持続可能な安全・安心

のコミュニティについての考察―世界広がる安全なまちづくり

活動「セーフコミュニティ」を参考に―…白石陽子  ●社会関

係資本―その意義と、時と場所の問題―…埴淵知哉

●協働事業提案制度 1 期生～「しょうない REK」継続中…小池
繁子 ●子ども科学教室でのボランティア活動「夢工房」…吉田

眞一 ●サウンドスクールの活動と今後の課題・展望…岡昇

●地域活性化の新たな担い手づくりの挑戦―高校生の地域への

参画に向けて―…岩佐恭子 ●日本の都市制度―特例市・中核市

の現状比較―…城戸英樹 ●都市情報データベースの背景・用

途・手段に関する一考察…村山徹

とよなか都市創造研究所 出版物のご案内
第 14号 地域の再生を論ずる視角 

（平成 23年）[1000円] 

●制度設計の経過とその実効性―地域再生法に注目して―…今

長岳志 ●地域社会経済分析の技法―産業連関分析のすすめ―

…望月正光 ●「地域を動かす」仕組みを考える…加藤恵正 
●コミュニティビジネスによる地域活性化…牧里毎治 ●自律

的な地域づくりに向けた商店街の意義と可能性―豊かなコミュ

ニケーションを育むためのしかけづくり―…山本一馬 ●地域

労働市場の変化と自治体雇用・就労施策の課題 「出口」戦略と

一体となった就労支援と雇用促進…西岡正次 

 
第 15号 安全・安心システム構築とは何か 

（平成 24年）[1000円] 

●日本の災害リスクマネジメント体制再構築…林敏彦 ●防災

教育から防災共育へ…城下英行 ●わが国の災害対策制度の歴

史と展開―支援・受援・広域連携―…穐原雅人 ●まちのなかに

ある子育てをめぐるネットワーク…大家玲子 ●これからの就

労支援を考える…阿部真大 ●高齢者の「見守り」と多世代型共

同居住―コレクティブハウスから学ぶもの―…久保田裕之 ●

自然災害による直接経済被害と社会的脆弱性…林万平 ●豊中

市の防災システム…瀬古博也 ●大都市圏域の雇用問題への対

処―産業の空洞化を防ぐには―…桜井靖久 ●公助としての指

定避難所だけに頼らない地域づくりに向けて…伊丹康二 

 
第 16号 地方政府間の広域連携における課題や方

策 
（平成 25年）[1000円] 

●自治体間連携の現状と課題…阿部昌樹 ●災害対応における

広域連携支援…善教将大 ●消防通信指令事務の事例から探る

今後の市町村間の機能的な共同処理…宮田昌一 ●組織の共同

設置と機能的な共同処理方式の可能性…野本祐二 ●介護認定

審査に係る事務の共同処理について…甲斐朋香●フランスの市

町村間広域連携…玉井亮子 ●広域連合か単一自治体か―カナ

ダ・トロントにおける自治体再編成―…城戸英樹 ●韓国の広域

行政の展開状況…孫京美 

 
第 17号 都市の地域ブランド戦略 

（平成 26年）［1000円］ 

●集客都市と自治体ブランド戦略…橋爪紳也 ●ものがたり観

光への視座…加藤晃規 ●地域ブランドによるまちづくりの実

践…濱田恵三 ●地域ブランドの構築手法とウェブコミュニケ

ーション…吉田ともこ ●複合型コミュニティ施設の可能性と

課題―転換期にある公民館の動向と関連させて―…赤尾勝己 

●阪急電鉄における沿線価値向上のための取り組みについて…

樋口賢 ●インタビュー 豊中市によるまちの活性化に向けた取
り組み…藤家寛・高橋明・長坂吉忠 

 
第 18号 都市の更新とこれからのまちなか政策 

（平成 27年）［1000円］ 

●コンパクトシティーからみた人口減少期の土地利用像…加藤

晃規 ●人口減少時における住宅政策…佐藤由美 ●人口減少

局面におけるまちの活性化…瀬田史彦 ●豊中市における交通

行動と移動制約…辻本勝久 ●豊中市の歴史と文化…安藤久美

子 ●豊中市千里地域の魅力…太田博一 ●豊中市南部地域の

活性化の取り組み…小西みゆき ●不動産の専門家から見た豊

中市の魅力…深澤俊男  

 
第 19号 これからの産官学の連携 

（平成 28年）［1000円］ 

●これからの産官学の連携…松井由樹 ●まち・ひと・しごと創

生法で求められる産官学の連携…山口洋典 ●地域人材の育成

と産官学の連携…大宮登 ●地域振興における産官学と金融機

関の役割…羽田亨 ●事業者からみた産官学の連携…菊池清 

●大阪大学の産学連携…正城敏博 ●大阪音楽大学の地域連携

―人と社会をつなぐ音楽の場に向けてー…西村理・久保田テツ 

 

第 20号 地域公共人材 
（平成 29年）[1000円] 

●これからの地域公共人材―定義と課題について考えるー…白

石克孝 ●大学における地域公共人材の育成…杉岡秀紀 ●地

域公共人材に求められるコミュニケーション能力をめぐって…

村田和代 ●地域公共人材として活躍する豊中市職員…小倉博 

●地域公共人材とともに行動する企業…山納洋 ●「（仮称）と

よなか大学院」がめざすところ…玉富香代・久住浩一 

 
第 21号 子ども・若者の学びと育ちを支える 

（平成 30年）[1000円] 

●子どもの貧困と教育・福祉協働…新崎国広 ●子どもの学びと

育ちを支える学校・地域のつながり…若槻健 ●学校を卒業した

「障害」のある若者を支える―「青年期の学びの場 Leaf」の実践

と、つながりの中での「自立」―…林美輝 ●外国ルーツの子ど

も・若者を支える…榎井縁 ●インタビュー 生きづらさを抱え

る若者を支える―自助グループによるひきこもり経験者の「支援」

―…泉翔 ●インタビュー 企業による学童保育の取り組み…竹

之内麻里 ●インタビュー 企業による ESD・環境教育の取り組み

…佐々木宏之・阪田真帆 

 
第 22号 持続可能な地域共生社会 

（平成 31年）[1000円]  

●地域福祉とコミュニティ再生…名和田是彦 ●子育て世代に

対する支援…森祐美子 ●地域共生社会におけるソーシャル・フ

ァームの役割…平尾昌也 ●地域住民から見た地域包括ケア―

持続可能な地域共生社会をめざして―…佐藤卓利 ●地域包括

ケアシステム・豊中モデルの取り組み―地域共生社会の実現に向

けて―…後藤良輔 ●若者の育ちを支える、希望ある地域へ―豊

中市における若者支援の実践を通じて―…白砂明子 

 
別 冊    よりよき未来の選択のために 

～諸改革の方向～ 
大久保昌一 

（平成 11年）[300円] 
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創刊号 都市自治体運営と政策形成
―その課題と展望―

（平成 10年）[840円]

第 2号 次代を見据えた都市計画づくり
（平成 11年）[840円]

第 3号 地域単位の政策－計画－まちづくり
（平成 12年）[840円]

第 4号 危機に直面する都市財政再生へのシナリ  

オ
（平成 13年）[840円]

第 5号 ニュータウン解体新書    
（平成 14年）[840円]

第 6号 子どもと大人
―孤立から新しいつながりへ―          

（平成 15年）[840円]

第 7号 子どもと大人
―少子化時代の小児医療と母子保健への提言―          

（平成 16年）[840円]

第 8号 地域コミュニティの構築
（平成 17年）[1000円]

●特集に際して…白岩正三 ●21 世紀のコミュニティ…大久保
昌一

●学校現場から見た「家庭」と「地域」…利根安彦 ●豊中の教

育コミュニティ活動…桑高喜秋 ●教育コミュニティづくりと

は…渥美公秀 ●家庭が直面する苦悩…長谷川真知子 ●地域

の力で未来の宝を育てる…弘本由香里

●公民分館がつなぐ人の絆…水谷徳子 ●ひがしまち街角広場

の挑戦…赤井直 ●人財が生み出すコミュニティ…上村正美

●地域福祉時代到来と社会福祉協議会…勝部麗子 ●出会いの

場の提供をめざして…永田良昭

●地方分権時代に生き残る…跡田直澄 ●変わろう、変えよう、

とよなか…野村淳一 ●「市民の声」をどう活かすか…長坂吉忠

●真のパートナーシップ構築をめざして…田中逸郎 ●みんな

で行う町の評価を、みんなのまちづくりへ…伊丹康二 ●改革時

代に羽ばたく人材の育成…足立佐知子

●ＫＧＲＣと市政研究所との包括協定による地域研究・政策研究

…加藤晃規 ●シンポジウム「こどもたちの声がきこえますか」

…土井博司

第 9号 自然災害と向き合う
（平成 18年）[1000円]

●自然災害とどう向き合うべきか…大久保昌一

●まちの診断と評価から始まる防災まちづくり…吉川仁

●危機回避行動を活用した防災対策…中川雅之 ●先人の知恵

に学ぶ水害対策…石垣泰輔 ●災害時の人の意識と行動パター

ンを知る…木村玲欧

●市政研究所講座まちづくり講・交・考 暮らしの中の「生活防

災」…梅田幸治／矢守克也 ●阪神・淡路大震災の語り部…田村

勝太郎 ●大震災以後の消防・救急体制…古山巌 ●自主防災組

織の設立と運営…半田光範 ●災害時要援護者の安否確認事業

●シンポジウム「地域づくりに新たな風を」…白岩正三

第 10号 分権改革と自治
（平成 19年）[1000円]

●分権改革の方向について…大久保昌一

●地方自治を問い直す…阿部昌樹 ●地方分権時代の自治 市民

自治に向けて…北村亘

●豊中まつりの刷新と運営を通じて…福本茂行 ●とよなか未

来会議に参加して感じた地域活動の課題…伴野多鶴子 ●自治

会の設立に取り組んで…山根義時 ●市民の目から見た自治基

本条例と検討委員会…菅原宏 ●自治基本条例の制定と市政の

課題…福田雅至／玉富香代

●創立 10 周年を記念して…大久保昌一 ●豊中市政研究所との

連携による地域研究・政策研究の経緯と展望…加藤晃規 ●事務

局の活動のなかで…平尾和 ●市行政から見る市政研究所とそ

の活動…奥田至蔵 ●豊中市政研究所 10年の歩み

第 11 号 分権時代における都市の自律とガバナ

ンス
（平成 20年）[1000円]

●自治体財政ガバナンスの課題…新川達郎 ●変革期における

地方自治体の財政的自律性…北村亘 ●二元代表性とガバナン

ス…待鳥聡史 ●都市の自律における新たな公共の担い手とし

ての NPOの役割…阿部圭宏 ●市民社会と地域づくり…坂本治

也 ●都市の自律と限界…西山隆行

●地域政策の視点と自治の仕組みづくりに向けて…田中逸郎

●政策案の供給と組織内シンクタンクの課題…吉澤秀一

第 12号 地方分権下の自治体政策
（平成 21年）[1000円]

●自治体は 90 年代以降の変化にどう対応してきたか？…松並潤
●地方分権改革と都市計画の展開―現状と課題―…北原鉄也

●分権改革下における公立病院改革―なにが問題なのか―…宗

前清貞 ●分権改革下のNPO・市民社会―NPOの役割と自治体
とのかかわり―…西出優子 ●地方分権改革後の自治体教育政

策の展開…村上祐介 ●環境政策の戦後と地方分権…森道哉

●新たな支え合いの構築と公民協働のあり方―コミュニティソ

ーシャルワーカーの役割について―…勝部麗子 ●地方政府の

会計改革とその成果―『東京方式』と『総務省方式』の比較分析

―…李敏揆

●持続可能な地域づくりのために…上村有里 ●地域文化資源

の活用に向けて―交流の場づくり―…山田廣次

●キャリアデザインを活用した市職員の人材育成…保井大進

●地方自治体の都市情報の分類構造―「分類することによる理解」

をめざす都市情報データベース―…村山徹 ●地方分権と日本

の基礎自治体…城戸英樹

第 13号 持続可能な地方自治
―中長期的な仕組み作り―

（平成 22年）[1000円]

●自治の視点から見た「新しい公共」と地域公共人材の資格シス

テム…富野暉一郎 ●地域資源：オンパク手法を活用した地域開

発…三好皓一・石丸久乃 ●持続可能な循環型社会…小幡範雄

●地方債改革と自治体―今後の市場による規律付けに向けて―

…砂原庸介 ●地方分権下の中核市制度―大津市の中核市移行

より―…久保俊夫・上野隆平・杉江正 ●持続可能な安全・安心

のコミュニティについての考察―世界広がる安全なまちづくり

活動「セーフコミュニティ」を参考に―…白石陽子  ●社会関

係資本―その意義と、時と場所の問題―…埴淵知哉

●協働事業提案制度 1 期生～「しょうない REK」継続中…小池
繁子 ●子ども科学教室でのボランティア活動「夢工房」…吉田

眞一 ●サウンドスクールの活動と今後の課題・展望…岡昇

●地域活性化の新たな担い手づくりの挑戦―高校生の地域への

参画に向けて―…岩佐恭子 ●日本の都市制度―特例市・中核市

の現状比較―…城戸英樹 ●都市情報データベースの背景・用

途・手段に関する一考察…村山徹

とよなか都市創造研究所 出版物のご案内
第 14号 地域の再生を論ずる視角 

（平成 23年）[1000円] 

●制度設計の経過とその実効性―地域再生法に注目して―…今

長岳志 ●地域社会経済分析の技法―産業連関分析のすすめ―

…望月正光 ●「地域を動かす」仕組みを考える…加藤恵正 
●コミュニティビジネスによる地域活性化…牧里毎治 ●自律

的な地域づくりに向けた商店街の意義と可能性―豊かなコミュ

ニケーションを育むためのしかけづくり―…山本一馬 ●地域

労働市場の変化と自治体雇用・就労施策の課題 「出口」戦略と

一体となった就労支援と雇用促進…西岡正次 
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ある子育てをめぐるネットワーク…大家玲子 ●これからの就

労支援を考える…阿部真大 ●高齢者の「見守り」と多世代型共

同居住―コレクティブハウスから学ぶもの―…久保田裕之 ●

自然災害による直接経済被害と社会的脆弱性…林万平 ●豊中

市の防災システム…瀬古博也 ●大都市圏域の雇用問題への対

処―産業の空洞化を防ぐには―…桜井靖久 ●公助としての指

定避難所だけに頼らない地域づくりに向けて…伊丹康二 

 
第 16号 地方政府間の広域連携における課題や方
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●自治体間連携の現状と課題…阿部昌樹 ●災害対応における

広域連携支援…善教将大 ●消防通信指令事務の事例から探る

今後の市町村間の機能的な共同処理…宮田昌一 ●組織の共同

設置と機能的な共同処理方式の可能性…野本祐二 ●介護認定

審査に係る事務の共同処理について…甲斐朋香●フランスの市

町村間広域連携…玉井亮子 ●広域連合か単一自治体か―カナ

ダ・トロントにおける自治体再編成―…城戸英樹 ●韓国の広域

行政の展開状況…孫京美 
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●集客都市と自治体ブランド戦略…橋爪紳也 ●ものがたり観

光への視座…加藤晃規 ●地域ブランドによるまちづくりの実

践…濱田恵三 ●地域ブランドの構築手法とウェブコミュニケ

ーション…吉田ともこ ●複合型コミュニティ施設の可能性と

課題―転換期にある公民館の動向と関連させて―…赤尾勝己 

●阪急電鉄における沿線価値向上のための取り組みについて…

樋口賢 ●インタビュー 豊中市によるまちの活性化に向けた取
り組み…藤家寛・高橋明・長坂吉忠 

 
第 18号 都市の更新とこれからのまちなか政策 

（平成 27年）［1000円］ 

●コンパクトシティーからみた人口減少期の土地利用像…加藤

晃規 ●人口減少時における住宅政策…佐藤由美 ●人口減少

局面におけるまちの活性化…瀬田史彦 ●豊中市における交通

行動と移動制約…辻本勝久 ●豊中市の歴史と文化…安藤久美

子 ●豊中市千里地域の魅力…太田博一 ●豊中市南部地域の

活性化の取り組み…小西みゆき ●不動産の専門家から見た豊

中市の魅力…深澤俊男  

 
第 19号 これからの産官学の連携 

（平成 28年）［1000円］ 

●これからの産官学の連携…松井由樹 ●まち・ひと・しごと創

生法で求められる産官学の連携…山口洋典 ●地域人材の育成

と産官学の連携…大宮登 ●地域振興における産官学と金融機

関の役割…羽田亨 ●事業者からみた産官学の連携…菊池清 

●大阪大学の産学連携…正城敏博 ●大阪音楽大学の地域連携

―人と社会をつなぐ音楽の場に向けてー…西村理・久保田テツ 

 

第 20号 地域公共人材 
（平成 29年）[1000円] 

●これからの地域公共人材―定義と課題について考えるー…白

石克孝 ●大学における地域公共人材の育成…杉岡秀紀 ●地

域公共人材に求められるコミュニケーション能力をめぐって…

村田和代 ●地域公共人材として活躍する豊中市職員…小倉博 

●地域公共人材とともに行動する企業…山納洋 ●「（仮称）と

よなか大学院」がめざすところ…玉富香代・久住浩一 

 
第 21号 子ども・若者の学びと育ちを支える 

（平成 30年）[1000円] 

●子どもの貧困と教育・福祉協働…新崎国広 ●子どもの学びと

育ちを支える学校・地域のつながり…若槻健 ●学校を卒業した

「障害」のある若者を支える―「青年期の学びの場 Leaf」の実践

と、つながりの中での「自立」―…林美輝 ●外国ルーツの子ど

も・若者を支える…榎井縁 ●インタビュー 生きづらさを抱え

る若者を支える―自助グループによるひきこもり経験者の「支援」

―…泉翔 ●インタビュー 企業による学童保育の取り組み…竹

之内麻里 ●インタビュー 企業による ESD・環境教育の取り組み

…佐々木宏之・阪田真帆 

 
第 22号 持続可能な地域共生社会 

（平成 31年）[1000円]  

●地域福祉とコミュニティ再生…名和田是彦 ●子育て世代に

対する支援…森祐美子 ●地域共生社会におけるソーシャル・フ

ァームの役割…平尾昌也 ●地域住民から見た地域包括ケア―

持続可能な地域共生社会をめざして―…佐藤卓利 ●地域包括

ケアシステム・豊中モデルの取り組み―地域共生社会の実現に向

けて―…後藤良輔 ●若者の育ちを支える、希望ある地域へ―豊

中市における若者支援の実践を通じて―…白砂明子 

 
別 冊    よりよき未来の選択のために 

～諸改革の方向～ 
大久保昌一 

（平成 11年）[300円] 
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機関誌「TOYONAKA ビジョン 22」

創刊号 都市自治体運営と政策形成
―その課題と展望―

（平成 10年）[840円]

第 2号 次代を見据えた都市計画づくり
（平成 11年）[840円]

第 3号 地域単位の政策－計画－まちづくり
（平成 12年）[840円]

第 4号 危機に直面する都市財政再生へのシナリ  

オ
（平成 13年）[840円]

第 5号 ニュータウン解体新書    
（平成 14年）[840円]

第 6号 子どもと大人
―孤立から新しいつながりへ―          

（平成 15年）[840円]

第 7号 子どもと大人
―少子化時代の小児医療と母子保健への提言―          

（平成 16年）[840円]

第 8号 地域コミュニティの構築
（平成 17年）[1000円]

●特集に際して…白岩正三 ●21 世紀のコミュニティ…大久保
昌一

●学校現場から見た「家庭」と「地域」…利根安彦 ●豊中の教

育コミュニティ活動…桑高喜秋 ●教育コミュニティづくりと

は…渥美公秀 ●家庭が直面する苦悩…長谷川真知子 ●地域

の力で未来の宝を育てる…弘本由香里

●公民分館がつなぐ人の絆…水谷徳子 ●ひがしまち街角広場

の挑戦…赤井直 ●人財が生み出すコミュニティ…上村正美

●地域福祉時代到来と社会福祉協議会…勝部麗子 ●出会いの

場の提供をめざして…永田良昭

●地方分権時代に生き残る…跡田直澄 ●変わろう、変えよう、

とよなか…野村淳一 ●「市民の声」をどう活かすか…長坂吉忠

●真のパートナーシップ構築をめざして…田中逸郎 ●みんな

で行う町の評価を、みんなのまちづくりへ…伊丹康二 ●改革時

代に羽ばたく人材の育成…足立佐知子

●ＫＧＲＣと市政研究所との包括協定による地域研究・政策研究

…加藤晃規 ●シンポジウム「こどもたちの声がきこえますか」

…土井博司

第 9号 自然災害と向き合う
（平成 18年）[1000円]

●自然災害とどう向き合うべきか…大久保昌一

●まちの診断と評価から始まる防災まちづくり…吉川仁

●危機回避行動を活用した防災対策…中川雅之 ●先人の知恵

に学ぶ水害対策…石垣泰輔 ●災害時の人の意識と行動パター

ンを知る…木村玲欧

●市政研究所講座まちづくり講・交・考 暮らしの中の「生活防

災」…梅田幸治／矢守克也 ●阪神・淡路大震災の語り部…田村

勝太郎 ●大震災以後の消防・救急体制…古山巌 ●自主防災組

織の設立と運営…半田光範 ●災害時要援護者の安否確認事業

●シンポジウム「地域づくりに新たな風を」…白岩正三

第 10号 分権改革と自治
（平成 19年）[1000円]

●分権改革の方向について…大久保昌一

●地方自治を問い直す…阿部昌樹 ●地方分権時代の自治 市民

自治に向けて…北村亘

●豊中まつりの刷新と運営を通じて…福本茂行 ●とよなか未

来会議に参加して感じた地域活動の課題…伴野多鶴子 ●自治

会の設立に取り組んで…山根義時 ●市民の目から見た自治基

本条例と検討委員会…菅原宏 ●自治基本条例の制定と市政の

課題…福田雅至／玉富香代

●創立 10 周年を記念して…大久保昌一 ●豊中市政研究所との

連携による地域研究・政策研究の経緯と展望…加藤晃規 ●事務

局の活動のなかで…平尾和 ●市行政から見る市政研究所とそ

の活動…奥田至蔵 ●豊中市政研究所 10年の歩み

第 11 号 分権時代における都市の自律とガバナ

ンス
（平成 20年）[1000円]

●自治体財政ガバナンスの課題…新川達郎 ●変革期における

地方自治体の財政的自律性…北村亘 ●二元代表性とガバナン

ス…待鳥聡史 ●都市の自律における新たな公共の担い手とし

ての NPOの役割…阿部圭宏 ●市民社会と地域づくり…坂本治

也 ●都市の自律と限界…西山隆行

●地域政策の視点と自治の仕組みづくりに向けて…田中逸郎

●政策案の供給と組織内シンクタンクの課題…吉澤秀一

第 12号 地方分権下の自治体政策
（平成 21年）[1000円]

●自治体は 90 年代以降の変化にどう対応してきたか？…松並潤
●地方分権改革と都市計画の展開―現状と課題―…北原鉄也

●分権改革下における公立病院改革―なにが問題なのか―…宗

前清貞 ●分権改革下のNPO・市民社会―NPOの役割と自治体
とのかかわり―…西出優子 ●地方分権改革後の自治体教育政

策の展開…村上祐介 ●環境政策の戦後と地方分権…森道哉

●新たな支え合いの構築と公民協働のあり方―コミュニティソ

ーシャルワーカーの役割について―…勝部麗子 ●地方政府の

会計改革とその成果―『東京方式』と『総務省方式』の比較分析

―…李敏揆

●持続可能な地域づくりのために…上村有里 ●地域文化資源

の活用に向けて―交流の場づくり―…山田廣次

●キャリアデザインを活用した市職員の人材育成…保井大進

●地方自治体の都市情報の分類構造―「分類することによる理解」

をめざす都市情報データベース―…村山徹 ●地方分権と日本

の基礎自治体…城戸英樹

第 13号 持続可能な地方自治
―中長期的な仕組み作り―

（平成 22年）[1000円]

●自治の視点から見た「新しい公共」と地域公共人材の資格シス

テム…富野暉一郎 ●地域資源：オンパク手法を活用した地域開

発…三好皓一・石丸久乃 ●持続可能な循環型社会…小幡範雄

●地方債改革と自治体―今後の市場による規律付けに向けて―

…砂原庸介 ●地方分権下の中核市制度―大津市の中核市移行

より―…久保俊夫・上野隆平・杉江正 ●持続可能な安全・安心

のコミュニティについての考察―世界広がる安全なまちづくり

活動「セーフコミュニティ」を参考に―…白石陽子  ●社会関

係資本―その意義と、時と場所の問題―…埴淵知哉

●協働事業提案制度 1 期生～「しょうない REK」継続中…小池
繁子 ●子ども科学教室でのボランティア活動「夢工房」…吉田

眞一 ●サウンドスクールの活動と今後の課題・展望…岡昇

●地域活性化の新たな担い手づくりの挑戦―高校生の地域への

参画に向けて―…岩佐恭子 ●日本の都市制度―特例市・中核市

の現状比較―…城戸英樹 ●都市情報データベースの背景・用

途・手段に関する一考察…村山徹

とよなか都市創造研究所 出版物のご案内
第 14号 地域の再生を論ずる視角 

（平成 23年）[1000円] 

●制度設計の経過とその実効性―地域再生法に注目して―…今

長岳志 ●地域社会経済分析の技法―産業連関分析のすすめ―

…望月正光 ●「地域を動かす」仕組みを考える…加藤恵正 
●コミュニティビジネスによる地域活性化…牧里毎治 ●自律

的な地域づくりに向けた商店街の意義と可能性―豊かなコミュ

ニケーションを育むためのしかけづくり―…山本一馬 ●地域

労働市場の変化と自治体雇用・就労施策の課題 「出口」戦略と

一体となった就労支援と雇用促進…西岡正次 

 
第 15号 安全・安心システム構築とは何か 

（平成 24年）[1000円] 

●日本の災害リスクマネジメント体制再構築…林敏彦 ●防災

教育から防災共育へ…城下英行 ●わが国の災害対策制度の歴

史と展開―支援・受援・広域連携―…穐原雅人 ●まちのなかに

ある子育てをめぐるネットワーク…大家玲子 ●これからの就

労支援を考える…阿部真大 ●高齢者の「見守り」と多世代型共

同居住―コレクティブハウスから学ぶもの―…久保田裕之 ●

自然災害による直接経済被害と社会的脆弱性…林万平 ●豊中

市の防災システム…瀬古博也 ●大都市圏域の雇用問題への対

処―産業の空洞化を防ぐには―…桜井靖久 ●公助としての指

定避難所だけに頼らない地域づくりに向けて…伊丹康二 

 
第 16号 地方政府間の広域連携における課題や方

策 
（平成 25年）[1000円] 

●自治体間連携の現状と課題…阿部昌樹 ●災害対応における

広域連携支援…善教将大 ●消防通信指令事務の事例から探る

今後の市町村間の機能的な共同処理…宮田昌一 ●組織の共同

設置と機能的な共同処理方式の可能性…野本祐二 ●介護認定

審査に係る事務の共同処理について…甲斐朋香●フランスの市

町村間広域連携…玉井亮子 ●広域連合か単一自治体か―カナ

ダ・トロントにおける自治体再編成―…城戸英樹 ●韓国の広域

行政の展開状況…孫京美 

 
第 17号 都市の地域ブランド戦略 

（平成 26年）［1000円］ 

●集客都市と自治体ブランド戦略…橋爪紳也 ●ものがたり観

光への視座…加藤晃規 ●地域ブランドによるまちづくりの実

践…濱田恵三 ●地域ブランドの構築手法とウェブコミュニケ

ーション…吉田ともこ ●複合型コミュニティ施設の可能性と

課題―転換期にある公民館の動向と関連させて―…赤尾勝己 

●阪急電鉄における沿線価値向上のための取り組みについて…

樋口賢 ●インタビュー 豊中市によるまちの活性化に向けた取
り組み…藤家寛・高橋明・長坂吉忠 

 
第 18号 都市の更新とこれからのまちなか政策 

（平成 27年）［1000円］ 

●コンパクトシティーからみた人口減少期の土地利用像…加藤

晃規 ●人口減少時における住宅政策…佐藤由美 ●人口減少

局面におけるまちの活性化…瀬田史彦 ●豊中市における交通

行動と移動制約…辻本勝久 ●豊中市の歴史と文化…安藤久美

子 ●豊中市千里地域の魅力…太田博一 ●豊中市南部地域の

活性化の取り組み…小西みゆき ●不動産の専門家から見た豊

中市の魅力…深澤俊男  

 
第 19号 これからの産官学の連携 

（平成 28年）［1000円］ 

●これからの産官学の連携…松井由樹 ●まち・ひと・しごと創

生法で求められる産官学の連携…山口洋典 ●地域人材の育成

と産官学の連携…大宮登 ●地域振興における産官学と金融機

関の役割…羽田亨 ●事業者からみた産官学の連携…菊池清 

●大阪大学の産学連携…正城敏博 ●大阪音楽大学の地域連携

―人と社会をつなぐ音楽の場に向けてー…西村理・久保田テツ 

 

第 20号 地域公共人材 
（平成 29年）[1000円] 

●これからの地域公共人材―定義と課題について考えるー…白

石克孝 ●大学における地域公共人材の育成…杉岡秀紀 ●地

域公共人材に求められるコミュニケーション能力をめぐって…

村田和代 ●地域公共人材として活躍する豊中市職員…小倉博 

●地域公共人材とともに行動する企業…山納洋 ●「（仮称）と

よなか大学院」がめざすところ…玉富香代・久住浩一 

 
第 21号 子ども・若者の学びと育ちを支える 

（平成 30年）[1000円] 

●子どもの貧困と教育・福祉協働…新崎国広 ●子どもの学びと

育ちを支える学校・地域のつながり…若槻健 ●学校を卒業した

「障害」のある若者を支える―「青年期の学びの場 Leaf」の実践

と、つながりの中での「自立」―…林美輝 ●外国ルーツの子ど

も・若者を支える…榎井縁 ●インタビュー 生きづらさを抱え

る若者を支える―自助グループによるひきこもり経験者の「支援」

―…泉翔 ●インタビュー 企業による学童保育の取り組み…竹

之内麻里 ●インタビュー 企業による ESD・環境教育の取り組み

…佐々木宏之・阪田真帆 

 
第 22号 持続可能な地域共生社会 

（平成 31年）[1000円]  

●地域福祉とコミュニティ再生…名和田是彦 ●子育て世代に

対する支援…森祐美子 ●地域共生社会におけるソーシャル・フ

ァームの役割…平尾昌也 ●地域住民から見た地域包括ケア―

持続可能な地域共生社会をめざして―…佐藤卓利 ●地域包括

ケアシステム・豊中モデルの取り組み―地域共生社会の実現に向

けて―…後藤良輔 ●若者の育ちを支える、希望ある地域へ―豊

中市における若者支援の実践を通じて―…白砂明子 

 
別 冊    よりよき未来の選択のために 

～諸改革の方向～ 
大久保昌一 

（平成 11年）[300円] 
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調査研究報告書             
 
【平成 11年発行】 

●公会計改革―豊中市への導入試論      ［400円] 

●豊中市における地域コミュニティ組織に関する

基礎調査                   ［400円］ 

資料編１［400円］ 

資料編２［500円］ 

●住宅更新と居住者変動に関する調査研究１  
―豊中都心ゾーン地域を対象に―      ［400 円］ 

 

【平成 12年発行】 

●とよなか市民の暮らしと意識   
―生活者の視点から―           ［400円］ 

●豊中市における公共建築物のﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの研究
―計画的・効率的な行財政運営を目指して― 

［400 円］ 
●住宅更新と居住者変動に関する調査研究２―千里

ニュータウン地区及び市内計画的住宅開発地を対象に― 
       ［200円］ 

  資料編［640円］ 

 

【平成 13年発行】 

●IT 産業振興“とよなかモデル”   
―税収の安定確保に向けて―     ［400円］ 

●地域社会に求められる生活支援ｼｽﾃﾑの再構築  
―豊中都心ゾーンを対象に―         [400円] 

●廃棄物に関する意識・行動調査（１）  
―ライフスタイルの視点から―       ［400円］ 

資料編［400円] 

●千里ニュータウンの暮らしの変化とまちづくり

に関する調査報告書             ［500円] 

 

【平成 14年発行】 

●千里ニュータウン 住宅地再生に向けた提言   

[400円] 

●市民公益活動を促進する条例の類型比較   
―新しいコミュニティづくりのために―   ［400円］ 

●廃棄物に関する意識・行動調査（２）  ［400円] 

●高齢者の生活保護等に関する意識調査  ［400円] 

 

【平成 15年発行】 

●都市交通から見た豊中市の政策課題  
―自治体で考える地域交通政策の必要性―  ［400円］ 

●いわゆる「孤独死」問題に関する考察  ［100円] 

●豊中市の廃棄物行政における市民参加の検討 

          ［400円] 

 

【平成 16年発行】 

●地方自治体における福祉サービスの評価のあり

方についての考察     ［300円］ 

●都市交通から見た豊中市の政策展開の考察 
       ［400円］ 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題       ［500 円］ 

●地方分権時代へ向けた財政情報提供への施策  
―Web サイト「豊中市の財政事情」の作成―  ［300円］ 

●まちの財産評価に向けた仕組みづくり  
―人、土地、空間のつながり―        ［300円］ 

●豊中市政研究所と大学の政策研究提携について 
［300 円］ 

 

【平成 17年発行】 

●交通政策における広域連合制度の可能性について
      ［500円］ 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題２         ［500円］ 

●地域コミュニティ構築に向けた基礎調査 

［500円］ 

●豊中市における保育所政策の財政的特長と課題
      ［500円］ 

 

【平成 18年発行】 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題３               ［500円］ 

●地域コミュニティ構築に向けた基礎調査Ⅱ 
       ［500円］ 

●豊中市における地域特性の再検討     ［500円］ 

 

【平成 19年発行】 

●市民感覚に基づく都市情報データベースの構築

に向けた提言      ［500円］ 

●豊中市の地域コミュニティづくりに向けて 
       ［500円］ 

 

【平成 20年発行】 

●豊中市の都市空間における集会機能の再編に向

けた基礎研究      ［500円］ 

●次代を担う豊中市職員の人材育成のあり方に関

する調査      ［300円］ 

 

【平成 21年発行】 

●基礎自治体の自律性に関する研究   
―豊中の自律へ向けて―     ［500円］ 

●政策立案に資する都市情報データベース構築へ

の提言―階層的な分類構造と地図情報の活用によるモ

デルの作成―             ［500 円］ 

●市民のまちづくりへのかかわり方に関する研究―

豊中市行政の施策・事業等における市民のかかわり状況

基礎調査―       ［500円］ 

●豊中市の都市空間における集会機能の再編に向

けた基礎研究２         ［500円］ 

 

【平成 22年発行】 
●基礎自治体の自律性に関する研究（Ⅱ）   

 [500円] 

●政策立案に資する都市情報データベース構築への

提言Ⅱ                [500円] 

●若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニテ

ィ活性化の考察              ［500 円］ 

 

【平成 23年発行】 

●基礎自治体の自律性に関する研究（Ⅲ）  [500円] 

●都市情報の運用に関する研究           [500円] 

●若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニテ

ィ活性化の考察（Ⅱ）            [500円] 
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調査研究報告書             
 
【平成 11年発行】 

●公会計改革―豊中市への導入試論      ［400円] 

●豊中市における地域コミュニティ組織に関する

基礎調査                   ［400円］ 

資料編１［400円］ 

資料編２［500円］ 

●住宅更新と居住者変動に関する調査研究１  
―豊中都心ゾーン地域を対象に―      ［400 円］ 

 

【平成 12年発行】 

●とよなか市民の暮らしと意識   
―生活者の視点から―           ［400円］ 

●豊中市における公共建築物のﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの研究
―計画的・効率的な行財政運営を目指して― 

［400 円］ 
●住宅更新と居住者変動に関する調査研究２―千里

ニュータウン地区及び市内計画的住宅開発地を対象に― 
       ［200円］ 

  資料編［640円］ 

 

【平成 13年発行】 

●IT 産業振興“とよなかモデル”   
―税収の安定確保に向けて―     ［400円］ 

●地域社会に求められる生活支援ｼｽﾃﾑの再構築  
―豊中都心ゾーンを対象に―         [400円] 

●廃棄物に関する意識・行動調査（１）  
―ライフスタイルの視点から―       ［400円］ 

資料編［400円] 

●千里ニュータウンの暮らしの変化とまちづくり

に関する調査報告書             ［500円] 

 

【平成 14年発行】 

●千里ニュータウン 住宅地再生に向けた提言   

[400円] 

●市民公益活動を促進する条例の類型比較   
―新しいコミュニティづくりのために―   ［400円］ 

●廃棄物に関する意識・行動調査（２）  ［400円] 

●高齢者の生活保護等に関する意識調査  ［400円] 

 

【平成 15年発行】 

●都市交通から見た豊中市の政策課題  
―自治体で考える地域交通政策の必要性―  ［400円］ 

●いわゆる「孤独死」問題に関する考察  ［100円] 

●豊中市の廃棄物行政における市民参加の検討 

          ［400円] 

 

【平成 16年発行】 

●地方自治体における福祉サービスの評価のあり

方についての考察     ［300円］ 

●都市交通から見た豊中市の政策展開の考察 
       ［400円］ 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題       ［500 円］ 

●地方分権時代へ向けた財政情報提供への施策  
―Web サイト「豊中市の財政事情」の作成―  ［300円］ 

●まちの財産評価に向けた仕組みづくり  
―人、土地、空間のつながり―        ［300円］ 

●豊中市政研究所と大学の政策研究提携について 
［300 円］ 

 

【平成 17年発行】 

●交通政策における広域連合制度の可能性について
      ［500円］ 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題２         ［500円］ 

●地域コミュニティ構築に向けた基礎調査 

［500円］ 

●豊中市における保育所政策の財政的特長と課題
      ［500円］ 

 

【平成 18年発行】 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題３               ［500円］ 

●地域コミュニティ構築に向けた基礎調査Ⅱ 
       ［500円］ 

●豊中市における地域特性の再検討     ［500円］ 

 

【平成 19年発行】 

●市民感覚に基づく都市情報データベースの構築

に向けた提言      ［500円］ 

●豊中市の地域コミュニティづくりに向けて 
       ［500円］ 

 

【平成 20年発行】 

●豊中市の都市空間における集会機能の再編に向

けた基礎研究      ［500円］ 

●次代を担う豊中市職員の人材育成のあり方に関

する調査      ［300円］ 

 

【平成 21年発行】 

●基礎自治体の自律性に関する研究   
―豊中の自律へ向けて―     ［500円］ 

●政策立案に資する都市情報データベース構築へ

の提言―階層的な分類構造と地図情報の活用によるモ

デルの作成―             ［500 円］ 

●市民のまちづくりへのかかわり方に関する研究―

豊中市行政の施策・事業等における市民のかかわり状況

基礎調査―       ［500円］ 

●豊中市の都市空間における集会機能の再編に向

けた基礎研究２         ［500円］ 

 

【平成 22年発行】 
●基礎自治体の自律性に関する研究（Ⅱ）   

 [500円] 

●政策立案に資する都市情報データベース構築への

提言Ⅱ                [500円] 

●若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニテ

ィ活性化の考察              ［500 円］ 

 

【平成 23年発行】 

●基礎自治体の自律性に関する研究（Ⅲ）  [500円] 

●都市情報の運用に関する研究           [500円] 

●若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニテ

ィ活性化の考察（Ⅱ）            [500円] 
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【平成 11年発行】 

●公会計改革―豊中市への導入試論      ［400円] 

●豊中市における地域コミュニティ組織に関する

基礎調査                   ［400円］ 

資料編１［400円］ 

資料編２［500円］ 

●住宅更新と居住者変動に関する調査研究１  
―豊中都心ゾーン地域を対象に―      ［400 円］ 

 

【平成 12年発行】 

●とよなか市民の暮らしと意識   
―生活者の視点から―           ［400円］ 

●豊中市における公共建築物のﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの研究
―計画的・効率的な行財政運営を目指して― 

［400 円］ 
●住宅更新と居住者変動に関する調査研究２―千里

ニュータウン地区及び市内計画的住宅開発地を対象に― 
       ［200円］ 

  資料編［640円］ 

 

【平成 13年発行】 

●IT 産業振興“とよなかモデル”   
―税収の安定確保に向けて―     ［400円］ 

●地域社会に求められる生活支援ｼｽﾃﾑの再構築  
―豊中都心ゾーンを対象に―         [400円] 

●廃棄物に関する意識・行動調査（１）  
―ライフスタイルの視点から―       ［400円］ 

資料編［400円] 

●千里ニュータウンの暮らしの変化とまちづくり

に関する調査報告書             ［500円] 

 

【平成 14年発行】 

●千里ニュータウン 住宅地再生に向けた提言   

[400円] 

●市民公益活動を促進する条例の類型比較   
―新しいコミュニティづくりのために―   ［400円］ 

●廃棄物に関する意識・行動調査（２）  ［400円] 

●高齢者の生活保護等に関する意識調査  ［400円] 

 

【平成 15年発行】 

●都市交通から見た豊中市の政策課題  
―自治体で考える地域交通政策の必要性―  ［400円］ 

●いわゆる「孤独死」問題に関する考察  ［100円] 

●豊中市の廃棄物行政における市民参加の検討 

          ［400円] 

 

【平成 16年発行】 

●地方自治体における福祉サービスの評価のあり

方についての考察     ［300円］ 

●都市交通から見た豊中市の政策展開の考察 
       ［400円］ 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題       ［500 円］ 

●地方分権時代へ向けた財政情報提供への施策  
―Web サイト「豊中市の財政事情」の作成―  ［300円］ 

●まちの財産評価に向けた仕組みづくり  
―人、土地、空間のつながり―        ［300円］ 

●豊中市政研究所と大学の政策研究提携について 
［300 円］ 

 

【平成 17年発行】 

●交通政策における広域連合制度の可能性について
      ［500円］ 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題２         ［500円］ 

●地域コミュニティ構築に向けた基礎調査 

［500円］ 

●豊中市における保育所政策の財政的特長と課題
      ［500円］ 

 

【平成 18年発行】 

●地方自治体における協働型政策評価の可能性と

課題３               ［500円］ 

●地域コミュニティ構築に向けた基礎調査Ⅱ 
       ［500円］ 

●豊中市における地域特性の再検討     ［500円］ 

 

【平成 19年発行】 

●市民感覚に基づく都市情報データベースの構築

に向けた提言      ［500円］ 

●豊中市の地域コミュニティづくりに向けて 
       ［500円］ 

 

【平成 20年発行】 

●豊中市の都市空間における集会機能の再編に向

けた基礎研究      ［500円］ 

●次代を担う豊中市職員の人材育成のあり方に関

する調査      ［300円］ 

 

【平成 21年発行】 

●基礎自治体の自律性に関する研究   
―豊中の自律へ向けて―     ［500円］ 

●政策立案に資する都市情報データベース構築へ

の提言―階層的な分類構造と地図情報の活用によるモ

デルの作成―             ［500 円］ 

●市民のまちづくりへのかかわり方に関する研究―

豊中市行政の施策・事業等における市民のかかわり状況

基礎調査―       ［500円］ 

●豊中市の都市空間における集会機能の再編に向

けた基礎研究２         ［500円］ 

 

【平成 22年発行】 
●基礎自治体の自律性に関する研究（Ⅱ）   

 [500円] 

●政策立案に資する都市情報データベース構築への

提言Ⅱ                [500円] 

●若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニテ

ィ活性化の考察              ［500 円］ 

 

【平成 23年発行】 

●基礎自治体の自律性に関する研究（Ⅲ）  [500円] 

●都市情報の運用に関する研究           [500円] 

●若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニテ

ィ活性化の考察（Ⅱ）            [500円] 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 24年発行】 

●豊中市の活力・魅力づくりに関する調査研究（Ⅰ）
―市民から見た豊中のイメージとブランド化― 

[500 円] 

●若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニテ

ィの活性化の考察（Ⅲ） 
―高校のインタビュー調査から見えてきたもの？新た

な地域コミュニティの創造に向けて―     [500円] 

●データブック☆とよなか          [500円] 

 

【平成 25年発行】 
●少子高齢社会における人口の変化と市政への影響

に関する調査研究 
―住民基本台帳の異動情報からみた人口移動―                  

[500 円] 

●道路整備に伴う居住者特性の変化の調査 

―庄内駅西部地区を事例として―        [500円] 

●豊中市の活力・魅力づくりに関する調査研究(Ⅱ) 
[500 円] 

 

【平成 26年発行】 

●少子高齢社会における人口の変化と市政への影響

に関する調査研究Ⅱ 
 ―人口移動要因と将来における行政課題の把握―              

［500 円］ 

●道路整備に伴う居住者特性の変化の調査 
 ―庄内駅西部地区における都市更新状況をふまえて―  

［500 円］ 

●豊中市の活力・魅力づくりに関する調査研究(Ⅲ) 
［500 円］ 

 

【平成 27年発行】 

●少子高齢社会における人口の変化と市政への影響

に関する調査研究 Ⅲ             

  ―将来人口推計の精度向上および人口の変化に対応す

るための施策展開の検討―                 ［500 円］ 

●豊中市の財政構造に関する調査研究   ［500 円］ 

●豊中市・沖縄市の都市間交流の新たな展開に関す

る調査・研究                             ［500 円］ 

 

【平成 28年発行】 

●総合計画等の見直しにかかる基礎調査  ［500 円］ 

●豊中市の財政構造に関する調査研究Ⅱ  ［500 円］ 

 

【平成 29年発行】 
●豊中市の地域経済構造分析に関する調査研究 

 [500 円] 

●南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅰ   [500 円] 

●公共データの活用のあり方に関する調査研究 
[500 円] 

 

【平成 30年発行】 
●豊中市民の生活の質に関する調査研究   [500 円] 

●南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅱ   [500 円] 

 

【平成 31年発行】 

●豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究Ⅰ 
 ―壮年単身世帯の定量調査―         

[500 円] 

●豊中市の地域自治組織に関する調査研究 [500 円] 

 

※ 価格は令和 2 年 1 月末現在のものです。在庫切れの

ためコピーによる製本となることがあります。その場合、

コピー代実費を頂戴します。ご了承ください。 
 

ご購入方法                

ご購入を希望される出版物名、部数、送付先（お名前、

ご住所、お電話番号、請求書の必要な方は請求先）をとよ

なか都市創造研究所にご連絡ください。納付書を送付いた

します。代金は、出版物価格と郵送料を合計した金額とな

ります。入金確認後、出版物を送付いたします。 
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編 集 後 記

　SDGs（持続可能な開発目標）は、平成27年（2015年）の国連サミットで採択された世界共通の目

標です。貧困の解消、健康的な生活の確保と福祉の増進、質の高い教育の提供、持続可能なまちづく

りの推進等17の目標を令和12年（2030年）までに達成するため、世界規模で、政府だけでなく、民間

事業者、市民社会、地方自治体等において、様々な取組が行われています。

　内閣府地方創生推進室によると、「自治体SDGs」とは、「全国の自治体による地域のステークホルダー

と連携したSDGsの達成に向けた積極的な取組の総体」と定義されています。また、SDGsは、先進国、

開発途上国を問わず世界全体の経済、社会及び環境の三側面における持続可能な開発を統合的取組と

して推進するものであり、多様な目標の追求は、日本の各地域における諸課題の解決に貢献し、地方

の持続可能な開発、すなわち、地方創生を推進するものとされています。

　自治体を取り巻くこうした動きの中で、本号の機関誌発行に当たりましては、「自治体版SDGs」に

スポットを当て、編集アドバイザーであります立命館大学専門職大学院経営管理研究科長・教授の肥

塚浩先生にご協力いただき、紙面構成を考えました。

　本機関誌は、都市に関する問題や自治体の抱える様々な課題等について、市民の皆様や職員の認識

を深め、市行政の運営や調査研究活動に対する理解と協力を啓発することを目的としています。

　本号の内容につきましては、特集の各テーマとして「SDGsの達成に向けて自治体に期待される役

割とは」、「地域共生社会とまちづくり ―SDGsの視点を踏まえて―」、「持続可能な開発目標（SDGs）

と市民の学習 ―ユネスコ学習都市・岡山を事例として―」、「SDGs達成に必要な人材育成システムと

は ～ ESDへの取り組みに対する一提案」の４つから構成しています。

　また、特集に関するトピックスとしては、「SDGsから読み解く ～これからの自治体シンクタンク

に求められる政策形成能力とは～」をテーマとして、令和元年（2019年）11月８日及び９日に、本市

が開催自治体となりました第７回自治体シンクタンク研究交流会議の概要を掲載しています。

　執筆いただきました皆様には、厚くお礼申し上げます。

　また、今回の機関誌が、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性の

ある社会の実現に向けて、本市だけでなく、地方自治体をはじめ各ステークホルダーの皆様に、ご活

用いただければ幸いです。

都市経営部とよなか都市創造研究所 所長　　上　野　晴　彦



刊行に寄せて

「自治体版SDGsを考える」

　SDGs（持続可能な開発目標）が2015年９月に第70回国連総会において採択され、現在

では、日本においても、政府、企業、NGO・NPO、大学など、あらゆる組織において、

SDGsに関係する取組みが行われている。周知のように、SDGsは2030年に向けた持続可能

な開発と行動を17の目標と169のターゲットで示し、それぞれの組織の目的や目標はどの

ようにこれらに貢献するのかが真剣に検討され、具体化され、実践されつつある。

　地方自治体において、総合計画や各種計画の目標と関係づけることが盛んに行われてい

る。日本政府も、2018年に「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」の選定を行

うなど、地方自治体の取組みを評価・支援している。

　さて、超少子高齢社会に突入し、労働人口の減少が継続している日本社会は、SDGsが

取り上げている気候変動・生態系・生物多様性、貧困・飢餓、健康・福祉・教育・労働

や経済成長・イノベーションなど多くの分野の目標とどのように向き合うのかが問われ

ている。日本社会であるということは、政府や地方自治体まかせではなく、個人・NGO・

NPO・企業・学校・病院といった様々な主体におけるSDGsへの独自の取組みが必要不可

欠であることは言うまでもない。

　ただ、地方自治体は、それぞれの固有の地域社会をある意味で包摂する位置づけと役割

があることから、SDGsにどのように向き合い、取組んでいくのかもたいへん重要である。

また、SDGsの目標とするテーマと内容が地方自治体の行政課題と重なるところが多いと

いうことも、2016年から2030年までの期間での世界的に見て重要な課題を網羅している

SDGsを重視する要因になっているのである。そして、17番目にグローバル・パートナー

シップを活性化することが目標となっており、地方自治体として、パートナーシップが自

治体経営や地域経営の鍵の一つになっていることも見ておく必要がある。

　さて、今回の特集では、SDGsの達成に向けて自治体に期待される役割、地域共生社会

とまちづくり、持続可能な開発目標（SDGs）と市民の学習、SDGs達成に必要な人材育成

システムの４つの論考を掲載してもらっている。自治体におけるSDGsとはそもそもどの

ように位置づけるのかを論じ、福祉、学習、協働の３つの視点から自治体のSDGsの取組

みを考えていくという構成になっている。地方自治体のみならず、多くの市民にとって身

近な存在になりつつあるSDGsについて、多角的・多面的に考える機会になることを期待

する。

とよなか都市創造研究所 機関誌『TOYONAKAビジョン22 Vol. 23』監修

立命館大学専門職大学院 経営管理研究科長・教授

肥　塚　　　浩
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発行所　　とよなか都市創造研究所　　　1,000円
　　　　　〒560－0022
　　　　　大阪府豊中市北桜塚３－１－28　豊中市役所別館３Ｆ
　　　　　☎06－6858－8811　 FAX 06－6858－8801
　　　　　URL：https://www.tium-toyonaka-osaka.jp
　　　　　E－mail：tium@tcct.zaq.ne. jp（共通）

TOYONAKA ビジョン 22　Vol.23



自治体版SDGｓ

自治体シンクタンク研究交流会議

令
和
２（
２
０
２
０
）年
３
月

自
治
体
版
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ 2020.3

23

23




